
令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

＜意見等＞
・構成員から、長期的に見た場
合、受講者数等は令和５年度、
６年度と同じような数字をずっ
とたどり続けているものなの
か、景気の波に左右されるとい
うような特徴が見られるものな
のか質問があった。
・構成員から、Webデザインは
在宅でできるような仕事になっ
ており、恐らく勤務形態なども
変わってきているのではない
か。そういう意味では、今後提
供していかなければならない訓
練の在り方も、働き方やニーズ
に合った訓練コースを組んでい
かなければいけないのではない
かと感じたとの意見があった。

＜意見等＞
・委託訓練では、応募倍率か
らIT分野、その他分野（トリ
マー、調理師）の求職者ニー
ズが高く、就職率から介護・
医療・福祉分野が引き続き求
人者ニーズが高い状況を説
明。求職者支援訓練では、全
体的に応募倍率は高い傾向
で、特にIT分野、デザイン分
野、理容・美容関連分野は軒
並み高い応募倍率となってお
り、就職率では営業・販売・
事務分野と理容・美容関連分
野が５割程度と低い傾向と
なっている状況を説明。（労
働局）

＜意見等＞
・構成員から、国からカリキュラムの
内容に関して、時間数の制約が課せら
れているのか質問があった。
・構成員から、介護はきつい・厳し
い・給料が安いというイメージがどう
してもあるので訓練などになかなか人
が来ない。技術論などもすごく大事だ
が、そこの入口で、少しでも介護に興
味を持った人たちが近づけるように協
力及び取組を進めていきたいとの発言
があった。
・人手不足が続いている中、業務負担
を軽減する介護ロボットの導入はコス
ト面でハードルが高いため、厚労省あ
るいは労働局が予算取りをして、まさ
に介護の現場を最先端の現場に変える
ぐらいの意気込みで突き進んでいって
いただければいいのではないかとの意
見があった。

＜意見等＞
・令和７年度全国職業訓練実施
計画の策定に向けた方針
（案）、委託訓練目安数、求職
者支援訓練上限値、令和7年度
概算要求における委託費等の単
価引き上げ等について説明。
（労働局）

＜対応方針＞
・受講者総数としては大幅な増
減はないが、令和４年の雇用保
険制度改正の影響もあり、委託
訓練が減少、求職者支援訓練が
増加した状況を説明。なお、受
講者数等の推移に係る資料の作
成について検討する。（労働
局）
・高等技術専門学院等では、特
にリーマンショックのような影
響を受けたときは入校者数もか
なり多く、逆に人手不足ですぐ
に就職できるといった影響をか
なり受けている状況。（北海
道）
・充足率に関しては、求職者の
減少もあり10年前に比べると苦
戦している状況。（機構）

＜対応方針＞
・構成員から、次年度のWG
はデジタル関連分野（IT分
野、デザイン分野）につい
て、これからの職の在り方と
いうものを探ってみたいとの
意見があり、デジタル関連分
野の方向で検討。

＜対応方針＞
・資格を取るための必要な時間数のほ
か、カリキュラムの中でコミュニケー
ション能力に係る時間数が示されてい
ることを説明。（労働局）
・関係機関連携により介護の魅力を広
く発信する。（WG）

＜対応方針＞

　　　　　　　　－

01 北海道

＜意見等＞
・教育訓練給付指定講座の訓練
機関の所在地は札幌が圧倒的に
多いのか質問があった。
→全道各地で実施の運転関係以
外は札幌中心の状況を説明。
（労働局）
・もっと教育訓練給付制度を活
用していただいて、ぜひ知識や
スキルアップにつなげていただ
きたいとの意見があった。
・職業紹介事業者から、職業紹
介を利用して転職された方の７
割が前職の年収を上回る結果と
なっていること、エントリーか
ら内定までのリードタイムが短
くなっている傾向（１か月半～
２か月程度→１か月以内）があ
ること、登録者数が２年前より
５倍に増えており、職業紹介を
利用して転職された方が増加し
ている傾向にあるとの説明が
あった。
・厚生労働省委託事業「令和６
年度キャリア形成・リスキリン
グ推進事業」の概要について、
受託者から説明を行った。
・北海道国立大学機構の「北海
道リカレント教育プラット
フォーム」について、構成員か
ら説明を行った。（公募による
応募がなく有識者からの説
明。）
・半導体人材関連の動向とし
て、労働局・札幌新卒応援HW
主催の道内半導体関連企業によ
るPRイベントの実施結果（参加
20企業、来場者158名）につ
いて報告。（労働局）
・構成員から、職業能力開発大
学校について、会員企業への就
職も多々あり、今後裾野を広げ
ていく意味でも大学校との連携
を意識して活動していきたいと
の意見があった。

参考資料２
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＜意見等＞
●WGが行った情報処理関連企
業調査であるが、この業種にお
いてもコミュニケーション能力
を重視している。新規学卒者の
離職は全国平均に比べ高いこと
もあり、コミュニーション能力
が備わった人材を育成して欲し
い。それが職場定着、職場作り
に繋がる。
●青森県では企業にワンストッ
プでDX導入の支援窓口があり、
デジタル人材も活躍してもらい
たい。

＜意見等＞
●高卒２年課程の訓練で青森
校で県外就職が３５％と八戸
校、弘前校に比べて高いこと
について。

＜意見等＞
●デジタル分野の訓練効果検証である
が、事業主団体が実施している研修で
は、SNSによる販促等が非常に人気で
ある。デジタル分野の訓練カリキュラ
ムに少ない時間でもよいので盛り込ま
れたい。
●情報処理関連企業調査であるが、こ
の業種においてもコミュニケーション
能力を重視している。新規学卒者の離
職は全国平均と比べ高いこともあり、
コミュニーション能力が備わった人材
を育成して欲しい。それが職場定着、
職場作りに繋がる。
●訓練の習熟度に差が出ないようにす
ることが、訓練の信頼性を高めること
になる。

＜意見等＞
●一般論として事務系、IT、デ
ザインは応募倍率が高く、就職
率が高いと言われるが、委託訓
練については必ずしも当たらな
い。

＜対応方針＞
●効果検証の把握・検証等にお
ける改善策としてコミュニケー
ション能力の向上に係るカリ
キュラムの充実を図る。
●デジタル人材の地域偏在の解
消にむけ、当該分野の訓練を促
進する。

＜対応方針＞
●県外企業の求人攻勢が激し
いが、県内就職に係るキャリ
アコンサルティングを通じ県
内就職・県内定着を促進して
いく。

＜対応方針＞
●公的職業訓練効果検証報告の改善策
に加え、構成委員の具体的な提言であ
ることから、スマートフォンに情報発
信できる手法を習得できるカリキュラ
ム等を盛り込むことを推奨する。
●効果検証の把握・検証等における改
善策としてコミュニケーション能力の
向上に係るカリキュラムの充実を図
る。
●訓練期間中に、訓練習熟度を反復確
認し、訓練の質の向上を図る。

＜対応方針＞
●委託訓練は主に雇用保険受給
者が対象で､職務経験があるこ
とから求職者支援訓練に比べ就
職率が高い傾向。目標の就職率
にも違いがある。策定方針にお
いては分かりやすいようにそれ
ぞれの訓練の状況を記載した
が、営業・販売・事務分野、Ｉ
Ｔ分野、デザイン分野をトータ
ルでくくるとそのような傾向と
なることから、方針（案）の実
施方針を基本として進めていき
たい。

＜意見等＞
・県南部の製造業の現場では保
全系の人員が足りていない。中
小企業では旋盤、マシニング等
の汎用性の高い技術を持った中
途採用者のニーズは高いことか
ら、施設内訓練の受講生の確保
に努めていただきたい。

＜意見等＞
・事務局よりハロートレーニ
ングの概要、託児サービス付
き訓練、長期高度人材育成
コースを含めた各種ハロート
レーニングの実施状況、認知
度の向上に向けた周知・広報
等について説明。構成員から
は、「関連職種への就職」の
状況、広報の取組状況等につ
いての質問があった。

＜意見等＞
・介護の職業訓練は他の職業訓練以上
にコミュニケーション能力の向上に力
を入れているといった報告を行ったと
ころ、構成員より、「介護の現場にか
かわらず一般企業においてもコミュニ
ケーションは非常に重要視されている
ことから、今回のヒアリング結果は他
の職種の職業訓練においても役立てる
ことができるのではないか」といった
意見が寄せられた。

＜意見等＞
・求職者支援訓練のeラーニン
グコースが増加しており、県内
の通所型の求職者支援訓練の枠
が狭まっていることから、「通
所コース」枠、「eラーニング
コース」枠の設定を検討してい
る。

＜対応方針＞
・引き続き施設内訓練受講生の
確保にかかる周知に力を入れて
いく。

＜対応方針＞
・施設内訓練においては、関
連就職が60～70％程度、収
入が見合わず関連以外への就
職を選択する者もあると回
答。
・労働局ではYouTube、
SNSを活用した周知広報に取
組んでいると回答。

＜対応方針＞
・今回のWGの検証結果を他の職種の
職業訓練にも活用するために「コミュ
ニケーションの充実を図るために訓練
生同士の交流の機会を増やす」、「訓
練施設と訓練生とのキャリアコンサル
ティングの充実を図る」等について訓
練施設に提案する。

＜対応方針＞
・特段の意見は出されなかった
ことから、策定方針案に沿って
次年度の計画を策定する。

＜意見等＞
●青森県は大学の教育訓練給付
指定講座がほぼ無いようだ。大
学のデータサイエンス分野の講
座の拡大も検討してはどうか。
●青森キャリア形成・リスキリ
ング支援センターから個人の労
働者向け支援、企業・学校向け
の支援について説明があり、事
業主団体にセルフキャリアドッ
クを勧奨した。
●キャリア形成・リスキリング
支援センターの取組について、
例えばドイツのように製造分野
で就労していた者をIT製造を経
てプログラマとして活躍できる
ようなリスキリング支援をして
いるのか。（学識経験者）
●青森県としてもジョブ・カー
ドを活用したキャリアコンサル
ティングについてキャリア形
成・リスキリング支援センター
と意見交換していきたい。（青
森県）
●全ての県立高校において、地
域の理解を深める「あおもり創
造学」を進め、生徒一人一人の
「ふるさとあおもり」への愛着
や誇り、夢を抱き未来に挑戦す
る意欲を醸成。（県教委）
●高校生のキャリア教育の一環
として「介護職員初任者研修課
程」講習会の実施。（県教委）

03 岩手

＜意見等＞
・全国版の「公的職業訓練等の
質向上のための取組好事例集」
のリーフレットを目にしたが、
岩手版を作成し、県内の企業が
在職者訓練をどのように取り入
れているのか等情報共有ができ
ることが望ましい。
・岩手県で「いわて女性デジタ
ル人材育成プロジェクト」を実
施しているが、30名の定員に
対して100名以上の申込みが
あった。訓練の内容が非常に限
定的なこと、また、副業で働け
るという先の出口が明確に示さ
れていることによるものである
と考えられる。今後協議会にお
いて求職者のニーズを捉える方
法を検討していきたい。

02 青森
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＜意見等＞
・大都市圏への偏在や委託費等
について、構成員から次のよう
な意見があった。
①デジタル人材のみならず、あ
らゆる職種で大都市圏に集中し
ている状況の中で、地方の人手
不足が加速化している。職業訓
練に係る支援も含め、あらゆる
施策の中で、地方への人の動き
を加速化する視点を持っていた
だきたい。
②訓練実施機関より物価や光熱
費、人件費等の上昇により、運
営に苦慮しているとの声が聞か
れる。委託費等の見直しなど検
討願いたい。

＜意見等＞
・公的職業訓練について、構
成員から次のような意見が
あった。
①求職者支援訓練と比較し、
公共職業訓練（委託訓練）で
は受講者確保に苦慮してい
る。実施機関の決定において
も、選定方法や時期に違いが
あり、再度制度的な部分で検
討願いたい。
②地方では民間訓練施設の撤
退が見られる。隣県からの協
力や公共施設の貸し出しなど
があれば、中心部の学校から
の実施受け入れや、現地での
指導者確保にも繋がると思わ
れる。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおい
て「介護・医療・福祉分野」を対象に
検証を行った。
・採用企業のヒアリングにおいては、
訓練受講者が習得した知識・技能に関
しては一定の評価が得られており、介
護・医療・福祉分野の訓練内容の更な
る拡充が必要。
・採用企業、訓練受講者双方からより
実践的なスキルの習得が期待されてい
る。見守りロボット、介護ロボット等
の活用方法や感染症予防の知識はもと
より、コミュニケーション能力やアン
ガーマネジメントなど職業人としての
汎用的なスキルの習得も有効。
・全国統一の委託料、委託費の増や公
共職業訓練と求職者支援訓練における
対象者について、再度制度の見直しを
求める意見があった。

＜意見等＞
・事務局より令和７年度訓練実
施計画策定に向けた方針（案）
を提案。提案通りで了承を得
た。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練実
施計画において、引き続き、全
国どこからでも受講可能なeラー
ニングコースの充実を図ってい
くこととする。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練
実施計画において、訓練内容
の拡充や実施時期等の調整を
図っていくこととする。
・公共職業訓練、求職者支援
訓練それぞれの特徴を踏まえ
周知広報を積極的に行い、受
講者確保を図っていくことと
する。

＜対応方針＞
・令和7年度の公的職業訓練実施計画
において、訓練内容の拡充や実施時期
等の調整を図っていくこととする。
・企業実習やグループでの演習等、就
労現場を想定したより実践的な内容に
より、利用者等への対応能力の向上を
図っていくこととする。

＜対応方針＞
特になし

０４ 宮城

＜意見等＞
・東北学院大学より「コミュニ
ティソーシャルワーカースキル
アッププログラム」の取組みを
発表し構成員間で情報を共有し
た。
　このコミュニティソーシャル
ワーカースキルアッププログラ
ムの取組みは、高卒者や社会福
祉協議会職員を対象とし、市区
町村の支援機関・地域の関係者
によるワンストップかつ伴走型
支援体制の構築、相談・参加・
地域づくりに向けた各支援の一
体的な実施のため、そのキー
パーソンを養成するカリキュラ
ムとなっている。
・構成員から次のような意見が
あった。
①将来的に行政とも関わりの深
い仕事を担っていく可能性があ
ると感じた。地域包括支援等で
も県福祉事務所、保健師などが
中心となり、各市町村と連携し
進めていくと思うが具体的な進
め方がわからない。行政と関
わっていくための学びや保健師
などの視点から見た在宅福祉の
支援等が既にカリキュラムに
入っているかもしれないがある
と良いと感じた。
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画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・企業側と従業員側それぞれが
考える「伸ばしたい能力」のミ
スマッチの解消が必要。
　その際、就職や昇給のしやす
さなどの双方のニーズが合致す
るように、企業・労働者いずれ
に対しても情報提供する必要が
ある。
・労働力不足や人材のミスマッ
チをデジタル活用により解決で
きるようデジタル人材の育成が
望まれる。
・秋田県では、介護助手で構わ
ないので介護の現場で働きたい
という方が他県に比べて少ない
気がする。介護職員初任者研修
を取得できる訓練を提供した方
が、高齢者も参入しやすいので
はないか。

＜意見等＞
・労働生産人口が減っていく
中、生産性向上がポイントと
なるため、多くの企業へ、人
材確保及び生産性向上のため
学び直しを提案することがベ
ターである。

＜意見等＞
・介護現場への高齢者の雇用に関し
て、労働条件の緩和による就職の可能
性などを前向きに分析できている。
・介護分野ではそのキャリアパスが明
確でなく、何年たっても給料は同じイ
メージがあるため、介護サービス事業
所の秋田県認証を受けられるようキャ
リアパスをしっかり構築してほしい
（訓練受講後の受け入れ先の改善）。
・職場見学や実習は、入所施設だけな
く、通所や訪問介護事業なども経験す
ることが望ましい。
・介護分野を目指す高齢者には、最低
限、介護職員初任者研修の受講が望ま
しい。

＜意見等＞
・今年度の秋田県職業訓練計画
には、介護やITは入っている
が、建設土木関係もミスマッチ
があって困っているため、建設
業が女性登用やIT化を進めてい
ることを踏まえた訓練内容も入
れられたら良いと思う。
・介護分野ではコミュニケー
ションが大事であるとした分析
結果なども計画に入れられたら
良い。
・より良い人材育成により、事
業主と労働者どちらも満足でき
る訓練実施計画としていただき
たい。

＜対応方針＞
・地域ニーズや企業ニーズに対
応した訓練受講事例や人材育成
支援などの事例を収集すること
を検討。参考となる事例を求人
者マイページを通じて情報提供
することも併せて検討する（事
業所へ周知するとともに、事業
所を通じて労働者にも提供でき
るよう検討）。
・デジタル人材の確保や人材育
成に関しては、課題解決ができ
るよう、昨年度同様に、令和７
年度職業訓練実施計画へ反映さ
せる。
・事業主団体等と連携して、助
成金制度を含め、人材育成に関
する各種支援制度の周知・広報
に取り組む。
・介護分野を希望する高齢者を
介護職員初任者研修受講へ誘導
できるよう、ハローワークの生
涯現役相談窓口やシルバー人材
センターから受講者の誘導がで
きるよう協力いたただくなど、
連携して受講促進に取り組む。

＜対応方針＞
・SNSやホームページなどの
広報に加えて、助成金、教育
訓練給付制度など各種支援策
を直接事業所へ周知するとと
もに、ハローワークシステ
ム・求人者マイページを活用
して周知する。＊情報掲示先
URL添付
・事業主団体等と連携して、
助成金制度を含め、人材育成
に関する各種支援制度の周
知・広報に取り組む。

＜対応方針＞
・介護施設の訓練前や応募前見学（オ
ンラインを含む）の実施内容を充実さ
せる。
・職場実習を含むデュアル型の訓練を
実施できるようR7年度訓練計画へ反
映させる。
・介護分野のイメージアップに関し
て、関係機関と連携して施策等の周知
を充実させる（介護人材確保事業と職
業訓練事業が連携して、秋田県認証を
受けた介護サービス事業所の７１事業
所からロールモデルとなる事例を収集
する）
・(再掲～(a)より）介護分野を希望す
る高齢者を介護職員初任者研修受講へ
誘導できるよう、ハローワークの生涯
現役相談窓口やシルバー人材センター
から受講者の誘導ができるよう協力い
たただくなど、連携して受講促進に取
り組む。

＜対応方針＞
・各種課題の解決に向けて、令
和７年度職業訓練実施計画へ反
映させるとともに、計画案につ
いては、次回協議会で議論いた
だく。

05 秋田

＜意見等＞
【在職者訓練関係】
・オンライン助成金説明会の参
加事業所のうち、何社が助成金
を申請したか（人材開発支援助
成金を活用して在職者訓練を実
施したか）のデータを教えてほ
しい。
→（対応方針等）・参加名簿を
活用して追跡確認を行い、次回
協議会で説明する（効果測定）

【在職者訓練関係】
・助成金は添付資料を整えるこ
とのハードルが非常に高いが、
不正受給を防ぐハードルは企業
の倫理観に頼ることも多く、バ
ランスが非常に難しいと思う。
その説明には、ハイブリットで
行うオンライン助成金説明会は
使い勝手が良い。
→（対応方針）・今年度中にハ
イブリット開催によるオンライ
ン助成金説明会を実施する（ハ
イブリット開催による対面場所
をハローワーク秋田とする予
定）

【教育訓練給付制度】
・今回のアンケート結果の制度
の認知度４割について、労働者
本人へ直接周知することが難し
いため、事業所経由で労働者へ
提供する方法を検討いただきた
い。
→（対応方針）・SNSやホーム
ページなどの広報に加えて、助
成金、教育訓練給付制度など各
種支援策を直接事業所へ周知す
る（ハローワークシステム・求
人者マイページの活用）



令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・資料１の職業訓練ニーズで紹
介された「求職者及び事業所の
ニーズ」について、求職者が希
望する訓練はパソコン事務系が
突出して多く、事業所が求める
訓練分野が介護・製造系とニー
ズ自体の乖離をどう埋めていく
か。難しいところではあるが、
求職者の個々のスキルアップと
いう目的も公的職業訓練の大き
な役割だと思うので、徐々に段
階的に、焦らず地域のニーズを
図る取組を続けて欲しいとの意
見があった。
・応募倍率が高く、就職率が低
いIT・デジタル分野と、比較的
応募倍率は高いが就職率も高い
電気、建設分野とその違いにつ
いて分析すると、電気、建設、
基幹産業である製造業は、産業
的に行政との関係が出来ている
分野であり、IT・デジタル産業
は新しい企業が多いので、その
関係性が今ひとつ出来ていな
い、職業訓練を知らない企業も
多いのではないかとの意見が
あった。

＜意見等＞
・検証対象コース以外で、県
内企業でIT・デジタル関連、
特にデザイン分野において、
どの程度のレベルの人材をど
のぐらい求めているのか、企
業ニーズの収集について意見
があった。
・最近はChat GPTを活用し
て生産性向上を図る企業も多
く、RPAについてはコースが
あるようだが、訓練内容も
DX化の変化をキャッチアッ
プしていく必要もあるとの助
言あり。

＜意見等＞　　　　　　　　　　　・
訓練修了後のスキルが到達しているの
か、訓練の習得度に差が出ないよう、
出口の部分で確認することも必要との
意見があった。

＜意見等＞
・構成員から特段の意見等はな
く、令和7年度山形県地域職業
訓練実施計画（案）について、
本協議会の了承を得た。

＜対応方針＞
・IT・デジタル関連の求人者に
対してハローワークで事業所訪
問を実施し、求人者ニーズの把
握による求人内容の充実や、訓
練制度の周知・広報を強化し、
関係性の構築を図る。

＜対応方針＞
・資料3の2ページ目の訓練
修了者の関連分野への就職率
が10％前後と一定のニーズ
はあり。
・左欄（a）の取組を実践
し、丁寧に聞き取りを行い企
業ニーズの収集に努める。

＜対応方針＞
・訓練期間中に個々の習得度の確認は
各実施機関で実施しており、全受講者
が就職に資する一定のスキル取得が出
来るよう、サポート体制の充実を図
る。

＜対応方針＞
・（a）～（d）の意見を反映
し、策定方針（案）の実施方法
を基本として進めていく。

＜意見等＞
県の地域リスキリング推進事業
として、次世代経営者支援等の
取り組みが説明された。デジタ
ル推進人材の育成については、
構成員から「プログラミング等
高度なデジタル業務を担う人材
を求める企業は少ない。」「ベ
ンダーと話ができる程度の知識
を求めている。」「企業はDX化
をどう進めて良いかわからな
い」等の意見があった。
議長（大学教授）から「就職率
の改善には、企業側もDX化推進
の取組が必要」との意見があっ
た。

＜意見等＞
課題として、充足率が求職者
支援訓練で上昇し委託訓練で
下降していること、分野別で
はデジタルは応募倍率が高く
就職率が低い、介護・福祉は
応募倍率が低く就職率が高い
状況にあること等について、
マトリクス図等により説明し
理解を求めた。

＜意見等＞
民間職業紹介事業者から「実務経験の
無い者がデジタル分野へ就職すること
は難しい。事務職求人でデジタル業務
も担えるとして応募するなら可能性は
ある」、リカレント教育を実施してい
る大学から「求人企業は採用基準をよ
り明確にしてミスマッチを避けるべ
き」との意見があった。

＜意見等＞
引き続き、公的職業訓練のデジ
タル分野の重点化を図り、これ
までの実施状況や効果検証結果
を踏まえ令和７年度の実施計画
を策定することについて説明
し、対象者別の訓練計画素案も
含め了承を得た。

＜対応方針＞
デジタル分野の訓練定員数を前
年より増やす方向で検討してい
るが、企業側のDX化推進に向け
た課題への対応については、機
構福島支部の生産性向上人材育
成支援センターを含め関係省庁
のリスキリング関連の主な施策
について、事業主団体を通じて
周知強化に取り組む方針。

＜対応方針＞
実施状況の課題を踏まえ、委
託訓練の充足率引き上げに向
けた開催時期の柔軟化や受講
選考期間の短縮、キャリアコ
ンサルティングの実施、訓練
修了者の就職率引き上げに向
けた企業への訓練修得スキル
の周知等、分野別の応募倍率
及び就職率の引き上げに向け
たハローワークにおける職員
の知識向上、訓練修了者歓迎
求人の確保等について取り組
む方針。

＜対応方針＞
意見を踏まえ、デジタル分野への就職
率向上のため、ハローワークにおける
適切な受講あっせんを目指し、訓練窓
口職員の知識向上、訓練施設の説明会
や見学会への参加勧奨、採用条件を明
確にした訓練修了者歓迎求人の確保に
取り組むこととし、企業に対し、訓練
カリキュラムや取得できるスキルや技
能を広く周知する取り組みを強化する
方針。

＜対応方針＞
特段意見等は無かったため、策
定方針に沿って実施計画を策定
する。

07 福島

＜意見等＞
大学から、県の地方創生推進交
付金を利用したデジタル分野の
リカレント教育（オンライン）
の実施状況について報告があっ
た。修了率向上と就業率の課題
があり、それに対する様々な対
策を行っている内容を共有し
た。

効果検証の結果、求人企業は公
的職業訓練で習得できるスキル
や技能等について十分理解して
いないことがわかり、求人企業
も含め広く一般の方々を対象に
した情報発信として、体験型の
周知広報イベント「ハロート
レーニングフェスinふくしま」
を２月に開催することとした。

０６ 山形

＜意見等＞
・山形大学より昨年度から実施
しているリカレント教育の内容
について説明。地域の課題であ
る人口減少に加え、昨今の労働
人口の県外流出について、地方
創生への取組として各機関と連
携した「総合型地域連携プラッ
トホーム」を設置。地域人材育
成及ニーズと山形大学の教育資
源を活用した「地域リカレント
教育」について構成員間で共有
を図った。
・山形キャリア形成・リスキリ
ングセンターより、ハローワー
ク利用者（離職者・在職者）向
け支援の他、企業・教育機関へ
の支援について説明。また、事
業主団体に対し、セルフ・キャ
リアドッグの内容及び導入効果
とセンターの支援について説明
を行い、情報共有を図った。
　
・〔学識経験者より〕
リカレント教育は北欧諸国、
デンマーク等では、10年以上
前から推進されており、就業と
就学を同時進行して新たなスキ
ルの習得がなければ役職・賃金
は上がらない仕組みが既に構築
されている。



令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・構成員からはデジタル人材に
ついて、不足を認識しているも
のの、就職ができないという点
について、出口の部分でも何か
しらの戦略が必要ではないかと
の意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、医療機関に
よっては医療事務の応募者が
少なく、茨城県に限らず全国
的に医療事務の講座に申し込
む者が少なくなってるという
現状があるが、職業訓練受講
者からの応募は増えていると
感じているため、受講者確保
に努めてほしいとの意見が
あった。
・構成員からは、離職者訓練
でOAやwebを受講した者に
ついて、企業側がどのレベル
感で採用したいのか等、ニー
ズの把握が重要との意見が
あった。

＜意見等＞
・構成員からは、ビジネスマナーやコ
ミュニケーション能力などの社会人ス
キルの講習については、訓練終盤で実
施することで、就職する上での心構え
ができるのではないかという意見が
あった。

＜意見等＞
引き続き、受講者の確保、訓練
修了者歓迎求人の確保、適正規
模でのコース設定の促進、効果
的な周知広報、デジタル分野の
重点化等を図り、令和6年度ま
での実施状況を踏まえた適正規
模で令和７年度の実施計画を策
定することについて説明し、了
承を得た。

＜対応方針＞
・デジタル分野の求人について
は、経験者を求めることが多い
ことから、求人者に対して要件
緩和を積極的に提案し、未経験
者が応募可能な求人確保に取り
組む方針。

＜対応方針＞
・医療事務分野については、
委託訓練で2コース実施のみ
で求職者支援訓練については
令和5年度、6年度と実施で
きていないことから、労働局
と機構が連携して訓練実施機
関の開拓に取り組む方針。
・企業におけるデジタル分野
の質・量についてのニーズの
把握に努める方針。

＜対応方針＞
・コミュニケーション能力やビジネス
マナーは業種・職種問わず重視されて
いるため、座学に加えて事例検討のグ
ループ演習等をカリキュラムに盛り込
むこと、ビジネスマナー講習実施のタ
イミング等の提案・推奨に努める方
針。

＜対応方針＞

＜意見等＞
・高校新卒が採用できない、採
用ができても離職が多く、人手
不足の一因になっている。社会
福祉業界は希望する人がいな
い、との意見があった。
・高校生が減少、新卒で専門学
校の募集定員に達せず、社会人
の学び直しも意識する必要があ
るが、経済的な面や家庭との両
立が課題との意見があった。
・製造業では職業訓練を知らな
い企業もあるため、訓練修了生
の採用を考えている企業は少な
いとの意見があった。

＜意見等＞
・求職者支援訓練の基礎コー
スの就職率が上がった理由及
び、IT分野の応募倍率が減っ
ている理由について質問が
あった。

＜意見等＞
・令和6年度については、デジタル分
野を検証、職業訓練は技術的な訓練と
思っていたが、社会人基礎力を身につ
けるカリキュラムの充実など働くこと
に対するサポートの状況について質問
があった。

＜意見等＞
・IT、Webの求人がない。企業
は実務スキルや経験を重視して
いる。3～6か月の訓練では企
業の求めるスキルに達しない。
就職が難しいことは承知してい
るが、力を入れて改善して欲し
いとの意見があった。

＜対応方針＞
・職業訓練を知らない企業に対
して、受講修了前からハロー
ワークによる職業訓練の内容等
周知や「職業訓練修了者歓迎求
人」の求人票の提出勧奨を引き
続き実施することを説明した。
・高卒者の応募がない、定着率
が良くないとの意見に対し、企
業情報の充実と求人開拓に注力
しミスマッチを少なくすること
を説明した。

＜対応方針＞
・求職者支援訓練の就職率向
上については、基礎コースは
職業経験が少ないような方を
対象とした訓練であり、非正
規雇用での就職が見られるこ
とを説明した。
・IT分野の応募者減少につい
ては、IT分野の求人が少な
く、訓練修了後の就職が難し
いと求職者が判断した。県外
の就職先も視野にいれつつ、
企業に対し職業訓練の周知及
び求人開拓を実施する。

＜対応方針＞
・3～6か月の訓練期間中に数日程度
の実施。コミュニケーション能力向上
のため、グループワークなどを取り入
れている旨説明した。

＜対応方針＞
・令和７年度の実施計画の策定
の際には意見を参考に訓練のカ
リキュラムの組み立てを行うこ
とを説明した。

09 栃木

＜意見等＞
・職業訓練の内容など職務経歴
書に落とし込んだり、カリキュ
ラムを添付して、学んだ知識・
技術をアピールすることも重
要。キャリアコンサルティング
就職支援等のカリキュラムの中
で、前向きに取り組めるものを
働きかけていくのはいかがか、
との提案もあり。訓練期間中に
３回以上のキャリコンを実施、
ジョブカードを活用し企業から
の能力評価を就職活動に活用す
ることを提案している旨説明し
た。

08 茨城

＜意見等＞
・新規学卒者訓練である2年
コースのデジタル系コースにつ
いては、例年応募倍率が2倍以
上となっている。デジタル人材
不足のニーズに応えるため、茨
城県では2年後の令和8年度4月
に短期大学校を大学校とし、定
員も120名から320名に増やす
予定との説明があった。



令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
構成員からは、地域企業のニー
ズとしては、深刻な人手不足に
よる労働力の確保、従業員一人
一人の生産性向上を課題として
あげる企業が多く、デジタル人
材の育成・確保も重要ではある
が、各業界・業種で人手不足が
深刻であり、即戦力となる人材
の確保が重要というご意見・ご
指摘あるとのこと。

＜意見等＞
就職率（求職者支援訓練）は
コース別で45.4％～72.7％
とのことであるが、就職に至
らなかった理由について質問
があった。

＜意見等＞
令和６年度については、WGにおいて
介護分野を検証。外国人技能実習生、
就労可能ビザ（日本人の配偶者）の方
が在職中。人材不足のため今後２～３
割が外国籍の方となる可能性もある

＜意見等＞
構成員から特段の意見等もな
く、令和７年度群馬県県地域職
業訓練実施計画（案）について
協議会の了承を得た。

＜対応方針＞
介護、建設、運輸分野の人材育
成・確保を基本方針の一つに掲
げて取り組むと共に、デジタル
技術を活用し、職場・現場の業
務効率化につながる訓練メ
ニューを拡充するなど、従業員
一人一人の生産性向上が図られ
るよう推進していく。

＜対応方針＞
就職率に課題があるデジタル
分野では、採用に当たって実
務経験を重視する企業側と職
業訓練受講者側との間でミス
マッチが生じている。このた
め、ハローワークでは、訓練
修了者歓迎求人の確保に努
め、求人内容の充実を図るな
ど求人部門との連携による
マッチングの促進を図る。

＜対応方針＞
委託訓練による外国人（定住外国人）
向けの介護分野訓練を、地域ニーズに
より検討。設定に当たっては訓練生の
日本語能力に配慮が必要。

＜対応方針＞
介護は６年度に引き続き、適正
な定員とし、時期と地域の重複
を避けるなど調整を図る。ま
た、引き続きデジタル分野への
重点化を進め、訓練コースの設
定促進を図る方針

＜意見等＞
・人手不足分野
　応募倍率が低く、就職率が高
い分野がある。

＜意見等＞
・求職者支援訓練で「デザイ
ン分野のところにはWebデザ
イナーが含まれている」事と
「就職率があまり高くない」
と説明いただいたが、最近フ
リーランスが増えている話を
聞くが、訓練修了後、そのま
まフリーランスに移行する
ケースはあるのか？
・介護、医療、福祉分野で応
募倍率が伸びていない。特に
介護だと思うが、介護の方も
待遇や給料面もだいぶ良く
なってきて、一部の医療職よ
りも給料が高い状況も出てき
ているが、そのようなアピー
ル方法も工夫した方がよろし
いのではないか？

＜意見等＞
・ＷＧから改善促進（案）について丁
寧に記載されているが、この改善策を
「いつ実施した」「実施予定」など、
分析結果をどのように改善したのかを
次回でも良いので改善結果などを示し
て欲しい。

＜意見等＞
・特になし

＜対応方針＞
・委託訓練について、募集期間
を延長。引き続き分野等を配慮
して毎月開講すると共にＳＮＳ
等により広報を実施。

＜対応方針＞
・Webデザインの訓練につい
て訓練修了後に自営で勤務さ
れる修了生は実際おり、こち
らの想定としては、個人事業
主として雇用保険の設置をす
るような形で、就職していた
だくことを想定しているが、
フリーランスで働いている方
も増えてきている現状であ
る。
・アピールの方法について
は、取り入れられるものから
随時実施していきたい。

＜対応方針＞
・頂戴した意見を、今後検討させてい
ただき、次回以降示せるようにする予
定。

＜対応方針＞

１１ 埼玉

＜意見等＞
・総務省が創設した地域リ・ス
キリング推進事業について埼玉
県より、中小企業の在職者を対
象とした技能実習を実施し、県
内企業の人材育成支援を強化す
る取組として、「県内中小企業
の為のデジタル人材育成企業事
業」「県内中小企業在職者の機
能向上支援事業」「企業人材リ
スキリング・求人支援センター
事業」についての取組状況等の
発表があり構成員との間で共有
した。

10 群馬

＜意見等＞
　生活困窮者で就労支援が必要
な方の多くは、就労以前の基礎
能力が足りておらず、求職者支
援訓練の基礎コースを受講する
ことが有用であると考える。し
かしながら、移動及び給付の２
点において、課題があるため利
用が進まない。
　生活困窮者の相当数が自家用
車を保有しておらず、公共交通
機関を利用する必要があるが、
本県は公共交通網が脆弱である
ため、通うことが困難である。
（手当で解決できるものではな
い）
また、月額１０万円の給付額は
単身世帯の被保護者が受給する
金額と近く、この給付のみでは
生活が困難となる。
　ついては、基礎コースをより
多くの地域で実施いただくこと
と、また、給付額の増額があれ
ば、生活困窮者の利用が進むと
考える。

開催地域を広げられるよう全体
のニーズ等を踏まえ、実施機関
の開拓等に努め、自治体とハ
ローワークの両機関が一体と
なった就労支援を推進してい
く。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・構成員から、中小企業におい
ては、プログラミングのレベル
ではなく、Word・Excel・
PowerPoint を使用した業務効
率化等の方がニーズがあるとの
意見があった。
また、外部のベンダー（システ
ムやネットワーク）と打ち合わ
せをする際に、社内との橋渡し
となって対応出来る人材は求め
られているとの意見があった。

＜意見等＞
・構成員から、介護業界は
様々な業態があり、職種・働
き方も様々であるとの説明が
あった。

＜意見等＞
・効果的な検証を行うため継続実施す
ることが重要であり、3年程度は同分
野で検証を行う方がいいとの意見が令
和5年度協議会にてあったため、令和
6年度も「介護分野」と「デジタル分
野」をＷＧにて検証。
・デジタル分野の求人は、業務を行え
るスキルがあるかを重視されているた
め、業務と結びつけながら知識習得で
きるカリキュラムの検討が必要との報
告があった。
・介護分野について、知識面での修了
生に対する評価は高いため、他者との
関わりの中で学ぶカリキュラム、実技
訓練の充実が必要との報告があった。

＜意見等＞
・デジタル分野と人手不足分野
（特に介護分野）について、全
国的な分析と類似傾向であるこ
とから、同様の方針をもって令
和7年度方針を検討することと
なった。

＜対応方針＞
・事業所規模により必要スキル
は異なるため、基礎的なＰＣス
キルの訓練も一定確保する方針.
・企業が抱える人材育成の課題
について、生産性向上育成支援
センターが行う相談支援を活用
出来るよう、周知強化に取り組
む方針。

＜対応方針＞
・ＷＧでも同意見がみられ、
希望条件や優先順位を整理し
て適切な就職先が選択出来る
よう、キャリアコンサルティ
ングを重視した就職支援を検
討する方針。

＜対応方針＞
・報告内容を受けて、令和7年度に開
始する訓練から、カリキュラムへ反映
する方針。

＜対応方針＞
・デジタル分野は、求職者向け
説明会の確保を図りつつ、相談
担当者の知識向上のためＨＷ職
員向け説明会の実施を図る方
針。
・介護分野は、介護職の魅力を
発信する取組を図る方針。

＜意見等＞
・製造業、非製造業を問わず人
手不足であり、最近では人手不
足倒産という報告もある。特に
ものづくり現場の技能職不足が
深刻である。
・カスハラに関する相談が増加
している。介護現場からの相談
も多い傾向。
・人材紹介会社では求職者の確
保が一番の課題。
・専門学校はこれまで高卒新卒
で行くというイメージが強かっ
たが、離転職、リスキリングで
の活用を拡げつつある。
・介護業界では急速にＩＴ化が
進んでおり、シニアの方などが
就労する上で、ついていけない
との声も上がっている。カリ
キュラムの中にＤＸ、ＩＴを
しっかり入れていかないと、遅
れた産業となることを懸念して
いる。
・技能の分野では熟練技能者の
高齢化や若者のものづくり離れ
が大きな課題。

＜意見等＞
特になし

＜意見等＞
・介護分野は外国人が増加していると
いう話を聞くが、チームワークの問題
などの話は出ていたのかとの質問が
あった。
⇒チームワークの問題については確認
できていないが、外国人の受講生がい
る実施機関はあった。日本語の問題が
あるため、ルビ付きの教科書で対応す
ると聞いている。
回答に対する意見は特になし。

＜意見等＞
特になし

＜対応方針＞
検討中

＜対応方針＞ ＜対応方針＞ ＜対応方針＞

13 東京

＜意見等＞
・学校法人日本女子大学より当
大学で行っている３コースのリ
カレント教育に関する概要説明
が報告された。

① 再就職のためのキャリアアッ
プコース
② 働く女性のためのライフロン
グコース
③ 次世代リーダーを目指す女性
のためのＤＸ人材育成コース
① は日中又はオンライン②、③
は平日夜間又は土日又はオンラ
インで実施している。
在職者向けの②、③が増加傾向
にある。

・東京都より令和６年度のリス
キリング事業が報告された。

①ＤＸ人材リスキリング支援事
業
企業の経営課題を踏まえ、従業
員のリスキリング計画の策定か
らＤＸ講習まで一体的に実施
し、社内ＤＸ人材の育成を支
援。
②団体連携型ＤＸ人材育成推進
事業
支援ノウハウのある団体と連携
し、業界や企業の実情を踏まえ
たＤＸ人材育成セミナーの開催
を支援し、中小企業の人材育成
を推進。

12 千葉

＜意見等＞
・放送大学が実施しているリカ
レント教育の内容を構成員間で
共有。eラーニング等による訓
練の状況・課題が説明された。
また、千葉商科大学が実施して
いるリカレント教育の内容を構
成員間で共有。在職者が主体的
に学ぶに当たっての課題につい
て説明をされた。構成員から
は、以下の課題が提起された。
①分野によるが、eラーニング
だけでは実習等が必要な分野の
訓練は難しい。
②平日夜間や土日の開講でない
と通学は難しいが、訓練機関と
してはマンパワーを割けない。
・千葉県から令和6年度地域リ
スキリング推進事業について、
中小企業人事担当者向けのＤＸ
導入推進講座等、中小企業向け
の支援事業の説明がされた。
・構成員から、企業のリスキリ
ングで成果を感じている企業の
うち80%は処遇改善・インセン
ティブ等が伴っている旨の説明
があり、経営者の理解がリスキ
リングでは重要であるとの意見
があった。
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労働局
名
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参考資料２

＜意見等＞
・「ＩＴ・通信」という分野
は、他の職種と比べて求人倍率
が高い傾向で、企業からのニー
ズは非常に高い状況。
・一方、ＩＴエンジニアの転職
希望者数は、若干減少傾向。そ
の動向としては、業務系アプリ
ケーションエンジニアが若干減
少し、Ｗｅｂサービス系エンジ
ニアが増加している。
・実際の転職先について見られ
る特徴は、業務系アプリケー
ションエンジニアや社内ＳＥか
ら営業事務・一般事務へのキャ
リアチェンジが多く見られる。
コロナ禍の影響で、リモート・
フレックスといった自由な働き
方を求める求職者が多くなって
いる。

＜意見等＞
なし

＜意見等＞
・令和６年度については、デジタル分
野を検証。
・訓練受講希望者、ハローワーク職
員、いずれも対象としたデジタル関係
のガイドブックを作ると効果的なので
はないかという意見があった。
・ポートフォリオの制作は、職務の実
行能力を示すものであり、実際に企業
側も重視しているので、その点の強化
は就職するうえで重要であるとの意見
があった。

＜意見等＞
・委託訓練の受講申込者数・受
講者数の減少に対して、具体的
にはどのような対策を取ってい
くのか。

＜対応方針＞
・職業訓練を希望する者に対
し、働き方を含めた職種に関す
る情報を正確に案内・伝達し、
訓練受講にあたってのミスマッ
チを防止する取組を行う。

＜対応方針＞
なし

＜対応方針＞
・デジタル関係のガイドブック作成は
検討中。
・訓練におけるポーフォリオ制作の強
化は、各訓練実施機関に依頼する方
針。

＜対応方針＞
・委託訓練は、訓練内容が類似
している求職者支援訓練と比
べ、申込締切日から受講開始日
までの期間が長いため、受講生
が求職者支援訓練に流れてい
る。そのため、その期間の短縮
に向け、神奈川県と検討を継続
していく。
・また、ハローワークの窓口に
おいても、適切な訓練の周知・
あっせんをしっかり行ってい
く。

＜意見等＞
・現在、新潟県は全国６番目に
有効求人倍率が高く、人手不足
状況。こうした中で、公的職業
訓練の役割は離職者対策という
よりも労働者のスキルアップ・
キャリアアップを目指す点に重
要な意味を持つことになるとの
意見があった。

＜意見等＞
・Ｗｅｂデザインとかデザイ
ン分野の求人は著しく減って
いるが、デザイン分野の訓練
コースは結構あり応募者は多
い。デジタル分野で一括りに
して、そこにＷｅｂデザイン
が入っており、就職はしてい
るがデザイン職でない就職が
多く、職業訓練の講座名称や
分野の分け方をもう少し考え
ても良いのではないかとの意
見かあった。

＜意見等＞
・公的職業訓練効果検証の改善促進
策、具体的な取組を企業の立場から着
実に実施していただきたい。人材確保
に苦しむ中小企業の中でも、求人票を
出すことくらいしか、していないとこ
ろも少なくない。実務経験がなくとも
職業訓練の中で企業実習等により経験
を積んでいる求職者がいるということ
を、ハローワークが企業に向けて積極
的にアピールすることによって、企業
側も採用できる人の幅が増えていくの
ではないかとの意見があった。
・訓練によって習得したスキルをしっ
かりと捉えて明確にしていくことが大
事であると思う。ＩＴに関わるスキル
は比較的明確で分かりやすく資格取得
につながり、すごく汎用性が高いの
で、ＩＴ分野だけではなく他の業界で
も使えることを説明していく必要があ
ると思うとの意見があった。

＜意見等＞
・次年度の計画作成にあたり、
求人ニーズのある「営業・販
売・事務分野」について分析し
検討を進めるということなの
で、ぜひお願いしたいとの意見
があった。

＜対応方針＞
・公的職業訓練の役割が離職者
の再就職支援にあるということ
を踏まえながらも、リスキリン
グによる能力向上支援という大
きな役割があることを認識し、
各種施策を進めていく方針。

＜対応方針＞
・デジタル分野の講座名称等
をＷＧ構成員で検討を進めて
いく方針。

＜対応方針＞
・効果検証ＷＧのヒアリング結果を基
に、訓練実施施設や求人事業主に向け
たリーフレット作成し、理解を求めて
いく方針。

＜対応方針＞
・訓練コースの選定について県
や機構と協議し、実施地域・日
程重複の回避等について調整を
行うとともに、訓練実施施設と
ハローワークが連携した就職支
援に取り組んでいく方針。

15 新潟

＜意見等＞
・新潟県から、総務省の「地域
におけるリスキリングの推進に
関する地方財政措置」に係る事
業について、「十日町市が中小
企業の人材育成を支援するため
の研修費用補助事業等が追加さ
れたこと」の説明があり、計画
の変更について委員から了承を
得るとともに情報の共有を図っ
た。

14 神奈川

＜意見等＞
なし
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
県の産業政策においては、デジ
タルやバイオなどの最先端技術
を活用できる高度技術人材や、
県のものづくり産業の未来を担
うイノベーションを生み出す人
材を育成・確保するためのリス
キリング支援を通じた職業能力
開発の充実を図っているとの説
明があった。

構成員からは、全業種において
人手不足は深刻な問題となって
いるが、その中でも各企業で
は、生産性の向上が優先課題と
なっている。
社会全体においてＤＸ化が進む
中、生産性向上の取組に向けた
デジタル化・ＩｏＴ、ＡＩを駆
使できるような人材を必要とし
ている企業が多くなっていると
の意見があった。

＜意見等＞

構成員からは、以下の意見が
あった。
分野別の訓練実施状況の分析
を見ると、応募倍率と就職率
の高低に基づく分析により、
課題があると判断される分野
は令和４年度から変化がない
状況であるため、応募倍率と
就職率の高低以外の分析や評
価の視点が必要ではないか。
例えばデジタル・ＩＴ分野で
あれば、企業が求める技術は
どのようなものがあるか（Ｈ
Ｐ作成技術等）などの、地域
の企業のニーズを含めた分析
が必要である。

＜意見等＞
令和６年度については、ワーキンググ
ループにおいて「デジタル分野」を検
証。

効果検証の結果、➀多様なＩＴ人材

ニーズへの対応力を培う演習の強化が

必要 ➁柔軟な職種選択に向けた職業人

講話の拡充が必要 ➂受講勧奨時や就職

支援時の効果的な情報伝達が必要 であ
ることを把握した。

意見は特になし。

＜意見等＞
デジタル分野の拡充は令和７年
度もあるのか確認があった。

＜対応方針＞
昨年度に引き続き職業訓練のデ
ジタル分野への重点化を進める
方針。

＜対応方針＞
ワーキンググループにおい
て、地域の企業のニーズを分
析する方針。

＜対応方針＞
➀への対応方針
デジタル分野の訓練カリキュラムにお
いて、課題に対する解決策を自ら探し
て実行する形式の演習を実施し、訓練
受講者の対応力を一層強化していく。
➁への対応方針
訓練カリキュラムにおいて、デジタル
業界に拘らない多様な業界の職業人講
話を実施する。
➂への対応方針
ハローワークや訓練施設において、デ
ジタル関係のスキルや資格がデジタル
業界以外でも活用されている状況を訓
練受講者に情報提供することにより、
修了後の幅広い業界への就職を支援す
る。
また、就職を希望する業界や職種にお
いて、必要とされるデジタル関連スキ
ル以外の知識や能力についても、情報
提供を行う。

＜対応方針＞
方針（案）に「デジタル分野の
重点化進め、一層の認定促進を
行う」としていることから、
コース数・人数の拡充を図る方
針。

16 富山

＜意見等＞
大学が実施しているリカレント
教育について構成員間で共有。
・介護実務者研修
・地域貢献のための講座
など、毎年20名～30名の方が
参加し資格を取得されている。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
１．求職者ニーズと求人者ニー
ズの間でミスマッチがあるた
め、それを解消する方策が必要
である。
２．今後増加するであろう外国
人労働者への訓練も考えていく
必要があるのではないか。
３．デジタル分野の人材育成は
別の高等機関が担当すべき。訓
練は社会の基本を支える人材の
育成をする必要があるのではな
いか。
４．能登半島地震の影響なのか
７～９月において人材確保が困
難とした企業が多い。
５．デジタル化について進んで
いる企業とそうでない企業で二
極化している。

＜意見等＞
無

＜意見等＞
・企業のニーズ等は採用する企業の属
性や採用される労働者の属性によって
違ってくることもあると思われるの
で、ヒアリングを拡張して、アンケー
ト調査を広く行ってはどうか。

＜意見等＞
・能登半島地震を契機とした対
策や変更点は必要ないのか。

＜対応方針＞
１．ハローワークにおいて、求
人者、求職者ともにより詳細な
ニーズを把握し、マッチングに
努める。
２．就労を希望する外国人求職
者の訓練ニーズについて、把握
する方法を検討していく。
３．デジタル人材の育成は政府
の方針であると同時に、地域の
企業のニーズでもある。今後も
国、地方公共団体、関係機関と
連携の上、取り組んでいく。
４．能登半島地震及び奥能登豪
雨の影響により、人材確保が困
難となっている企業に対し、人
材のマッチングはもとより各種
支援に取り組んでいく。
５．デジタル化に関する企業へ
の啓蒙については、地方自治体
及び関係機関へ協力を仰ぐとと
もに、引き続きデジタル人材育
成に取り組んでいく。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
・公的職業訓練効果検証ワーキンググ
ループ実施要領において、検証方法は
「ヒアリングにより行う」と定めがあ
り、ヒアリングとアンケートの両方を
活用したニーズ把握は可能と考える。
アンケートについては、その手法及び
予算等、今後検討していく。

＜対応方針＞
・能登地区のハローワークによ
ると、能登半島地震から復興の
兆しが見え始めたところで豪雨
災害に見舞われ、求職者の生活
が安定していない状況の中、訓
練受講を促進するフェーズでは
ないとのことで、来年度の計画
に盛り込むのは時期尚早と判
断。
今後、復興のフェーズに応じ、
関係機関と連携を密にしなが
ら、能登地区に寄与できる訓練
を実施できるよう取り組んでい
く。

17 石川

＜意見等＞
・デジタル分野は応募倍率が高
くて就職率が低いというデータ
がある。デジタル人材はすべて
の産業が欲しているはずである
が、産業政策の面で多くの企業
がデジタルを活用できず、デジ
タル人材の就職率が低いのでは
ないか。
・石川県はＤＸ化、デジタル化
に関して全国でも遅れているた
め、就職率が低くなるのではな
いかと思う。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・方針にデジタル分野に重点を
置くことは良いと思いますが、
開講コースを見ているとPC操作
的なカリキュラムが多い気がし
ます。企業側からすると初歩的
な分野の開発だけでなく、AIと
かデータからマーケティングに
繋げていくような生産性に繋
がっていく高度な要素を取り入
れていただけると良いと思う。

＜意見等＞
無

＜意見等＞
・人材ニーズを反映した訓練コースの
設定、訓練効果の把握・検証というこ
とで、ニーズの把握はどのようにして
いるか。
・訓練修了者が中小企業に就職してほ
しいのですが、県内中小企業への就職
支援策があればお聞きしたい。

＜意見等＞
・重点分野の介護等になってい
るこの等は何を示すのか。

＜対応方針＞
・県では公共職業訓練の長期高
度人材育成コース（２年）とし
て実施機関に委託しています。
本年度も設定しましたが受講生
はありませんでした。来年度も
情報分野で３名、WEBデザイン
分野で３名程度設定予定。

＜対応方針＞
無

＜対応方針＞
・機構では各企業に企業調査票を持っ
て来社し聞き取り調査を行い、本部で
集計後全国的なニーズや福井県に特化
した訓練に反映させている。
　ポリテクでは企業と協力して合同説
明会を開催し、中小企業中心に就職し
てもらっている。
・ハローワークでも訓練修了者に対す
る企業説明会を開催している。
・県でも業界セミナーとしてどの業種
で、どんな人材、どんな内容の仕事を
しているかセミナーを開いている。

＜対応方針＞
・委託訓練についてはデジタル
分野・介護・医療分野を検討し
ている。すべての訓練において
基礎的デジタルリテラシーにつ
いての要素を取り入れることに
なっている。

＜意見等＞
・介護の人材ニーズは高いが、
日本人は希望者が少なく、専門
学校等の養成校の学生について
は、外国人と留学生をターゲッ
トにしているとの意見があっ
た。
・県の一般市民向け、介護従事
者向けの実務講座が廃止されて
しまったため、公的職業訓練に
期待しているという意見があっ
た。

＜意見等＞
・県内の産業別の従業者数の
割合は、製造業が最も多く、
地域企業ニーズが高いが、学
卒者向け訓練の電子技術科・
電気システム科等の定員充足
率や修了者が低調である。需
要と供給を念頭に置きなが
ら、定員を検討する必要があ
るのではとの意見があった。

＜意見等＞
・ヒアリング件数（４コース、訓練実
施機関４機関、修了者採用企業４社、
受講者修了者7人）について、少ない
のではないかとの意見があった。

＜意見等＞
・基礎コースは応募者が少ない
とのことだが、日系の方、外国
人、ブランクのある方等は、希
望する仕事と今求められている
スキルが合わないことから、訓
練ニーズはあると思われる。希
望する時期に受講できるよう、
通年で1～２ヶ月の訓練期間で
開講したらどうかとの意見が
あった。

＜対応方針＞
・人材ニーズの高い介護・医
療・福祉分野の訓練を引き続き
設定していく。

＜対応方針＞
・高校生の進学率が上昇し、
電子技術等への興味・ニーズ
が低下している一方、企業求
人ニーズは高い。子供の頃か
らものづくりに興味をもって
もらえるよう、工場見学や、
企業と高校生の交流会等を実
施し、動画を展開するなど、
製造業の魅力を感じてもらえ
る取組を昨年度から始めてい
る。様々な意見を元に対策に
努める。

＜対応方針＞
・ワーキンググループ実施要領では、
３コース以上選定すると定められてい
る。また、求職者支援訓練で修了者か
らアンケートを実施しており、訓練カ
リキュラムについて否定的な意見は無
いことから、ヒアリング結果に問題は
無いと考えるが、件数として少ないと
いうご意見を踏まえ、来年度の実施に
ついて検討する。

＜対応方針＞
・基礎コースは応募者が少な
く、訓練実施機関はカリキュラ
ム設定等を含め開講が難しいと
考え、認定申請が少ない。ブラ
ンクのある方など就職困難者に
は基礎コースが有効であること
から、受講機会を増やすため、
他県の好事例を収集しカリキュ
ラムに生かす等、受講者を増加
させる取組を行う。

＜意見等＞
介護支援専門員研修実施機関か
ら、専門実践教育訓練給付の指
定講座にむけて検討している
が、受講者が行う支給申請手続
きが複雑なため、簡素化をして
ほしい。

＜意見等＞
なし

＜意見等＞
なし

＜意見等＞
介護人材の確保が重要であり訓
練コースの量的な確保する方向
で検討願いたい。
　また、受講率の向上に向けた
取組を連携して実施してほし
い。

＜対応方針＞
厚生労働省に対して、要望が
あったことについて報告する。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞ ＜対応方針＞
福祉の職場説明会など、介護職
への関心を高める取組を社会福
祉協議会等と連携する。

20 長野

＜意見等＞
なし

19 山梨

＜意見等＞
・山梨県独自のキャリアアップ
ユニバーシティのDX講座は企
業ニーズはあるが、実際に参加
する企業は少ない。参加の前提
となるスリーアップ宣言企業が
増えないこと、受講料がかかる
ことが要因と考えるが、引き続
き周知を行っていく。

・学校や大学・行政だけでな
く、地元企業と上手く連携する
ことによってもの作りの魅力を
引き出せるのではないか。

・定員を満たすというより、今
必要なものに絞って行う必要が
あるのではという意見があっ
た。

18 福井

＜意見等＞
無
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
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促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

21 岐阜

＜意見等＞
意見なし

＜意見等＞
構成員から公共職業訓練（委
託訓練）の充足率が全国的に
低下している中、どのような
対応をしていくのかとの質問
があった。

＜意見等＞
意見なし

＜意見等＞
教育訓練給付の「輸送・機械運
転」関係の講座数が減少してい
るが、バス運転手やタクシー運
転手、トラック運転手が不足し
ているだけでなく、トラックや
バスの整備を行う者も減少し人
手不足である状況と、高校新卒
者を運転手として雇用し数年か
け養成している状況等輸送関係
業界における人材ニーズの課題
認識の共有を行った。

＜意見等＞
ｅラーニングコースが増えてい
くと、知的人材の都市集中が進
み地方の活性化によくない影響
が出る。いかに知的職業、知的
訓練的な内容を地方に置いてお
けるかという課題がある。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
引き続き、ハローワークや訓
練実施施設において求職者向
け訓練説明会を実施するとと
もに、ハローワーク窓口職員
を対象とした訓練実施施設の
見学会と意見交換会を実施
し、的確な受講勧奨、受講
あっせんに努めていく。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
県内においては、訓練実施施設
の偏在から、実施施設のない地
域においてはｅラーニングコー
スは有効な訓練であるため、適
切なコース数となるよう調整す
る方針

＜意見等＞
　分野では、「営業・販売・事
務」の訓練の関心が高く、次い
で「IT系」、「医療事務」と
なっている。多様な職種に活か
すことのできるパソコン関連
（特にExcel、Word等の基礎レ
ベル）訓練の受講希望者が比較
的多い一方、専門的なITスキル
習得を希望する者も一定おり、
ワーキンググループのヒアリン
グ結果でも、プログラミングの
開発職に就いている訓練修了者
もいることなどについて説明を
行った。
　構成員から、特に意見はな
かったが、特に専門的なITスキ
ル習得に係る訓練の期間に関す
る質問があった。

＜意見等＞
　構成員からは、
・訓練の受講機会を更に確保
するとともに就職率を向上さ
せ、そのことを対外的にア
ピールするなど、ハロート
レーニングについて一層の広
報を図っていければいいので
はないか、
との意見があった。
　また、理容・美容関連分野
の訓練コースが令和5年度、
6年度ともに実績がないが、
ニーズがなくて開講していな
いのか。
との質問があった。

＜意見等＞
ワーキンググループにおいてIT分野・
デザイン分野を検証した結果、訓練に
より自信につながったなどの意見が
あった一方、以下のとおり、特に就職
活動にあたっての課題に関する意見が
あった。
・「訓練期間を1年程度かけてじっく
り学ばないと関連分野への就職は困
難」（訓練修了者）
・「訓練内容を活用できているケース
がある一方、求めるレベルに達してい
ないため他の業務を任される場合もあ
る」（採用企業）
・「デジタル人材として即戦力を求め
る企業が多く、訓練の受講だけでは就
職に直結しにくい現状がある」（訓練
実施機関）

＜意見等＞
　デジタル分野の訓練は特に求
職者の関心も高いことのほか、
構成員からは、訓練の受講機会
の確保や就職率の向上に取り組
むとともに、制度について、成
果を含めて、一層の広報を図っ
ていくべきとの意見があった。

＜対応方針＞
　求職者だけではなく、求人者
のニーズも踏まえつつ、引き続
き、デジタル人材育成のための
訓練コースを重点的に設定する
方針。
　なお、ＩＴ関連の訓練（委託
訓練）は、概ね３～４か月で設
定しており、専門的なITスキル
の全てを習得することは難しい
が、中でも必要とされる内容を
ピックアップしてカリキュラム
を組んでおり、今後も、同様に
対応していく旨の説明が静岡県
からあった。

＜対応方針＞
・求人側のニーズも十分に精
査して訓練を設定するととも
に、ハローワークにおける適
切な受講あっせん、事業主に
対する訓練の情報や仕上がり
像のアピール強化等により就
職率の向上を図り、そのこと
も含めて対外的な制度の周
知・広報を行う方針。
・静岡県では理容・美容関連
の離転職者訓練の設定はない
が、認定職業訓練を実施する
ケースもあり、一部運営費の
助成等も行っている。いずれ
にしても、地域のニーズに応
じてコースを設定していく方
針である旨の説明が静岡県か
らあった。

＜対応方針＞
・求人・求職のニーズを精査しつつ、
ＩＴ分野（デジタル分野）の訓練は、
引き続き、重点的に設定する方針とす
るほか、訓練実施機関に対して受講生
や企業が求めている訓練カリキュラム
の設定を促すことについて、その方法
も含めて検討する。
・なお、企業により求めるレベルが異
なる（基礎的なレベルを求めている企
業も多い）ことなどを踏まえると、委
託訓練の標準的な期間（３～4ヶ月）
を単に延長するのではなく、ニーズを
精査して訓練内容を設定するととも
に、事業主に対する広報を強化するな
どにより、就職率の向上を図る。

＜対応方針＞
・求人・求職のニーズも踏まえ
つつ、デジタル人材育成のため
の訓練コースを重点的に設定す
る方針。
・適切な受講あっせんや就職率
の向上に取り組むとともに、引
き続き、制度の周知・広報を強
化していく方針。

22 静岡

＜意見等＞
構成員からは、リスキリングに
ついて、
・半分程度の人がリスキリング
に取り組んでおらず、どのよう
に情報を入手すれば良いか分か
らないという人がいて、中小企
業で取り組みが遅れている。し
かし、取り組んだ人はその学び
直しの支援に満足している、と
いう新聞社の調査がある。リス
キリングの効果はあるため、学
び直しの支援について更なる周
知が必要。
・教育訓練給付制度について、
指定講座が増えないと選択肢が
狭くなり、リスキリングが浸透
していかないため、引き続き周
知が必要。
という意見があった。

　また、静岡県とJEEDの訓練
設定について、訓練の実施時期
や内容は国と県の調整がどのよ
うに行われているのか、と意見
があったことから、静岡県と
JEEDの双方で訓練の実施時
期、訓練内容、開講地域の調整
をする要領を作成し、重複しな
いように調整している旨を説明
した。
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＜意見等＞
・中小、小規模事業者におい
て、インボイス制度などの会社
運営に関する基本的ビジネスス
キルなどを求めている事業所が
多いとの意見があった。

＜意見等＞
・構成員からは、中小企業で
ＤＸを推進する中で、それを
担う人材確保、人材を育成す
る機会が必要との意見があっ
た。
・また、スキルを身につけて
も就職に結びつかない現状か
ら未就職者の事情を精査して
展開することは重要との意見
があった。

＜意見等＞
・デザイン分野（主にWebデザイン）
を検証。イメージ先行で受講する者が
多く、訓練に関連する就職が少ないこ
となどや、訓練前のＨＷのキャリアコ
ンサルティング強化、業界情報の提供
及び求人確保など就職支援の取組が必
要との報告があった。
・構成員からは企業ニーズの収集及び
ニーズに即したカリキュラム設定の必
要性や、人材不足である中小、小規模
事業者のための人材育成が必要である
との意見があった。

＜意見等＞
・WG検証結果を踏まえデザイ
ン分野の就職率の向上に取り組
むこと及び定員充足率が低い製
造分野及び建設分野、潜在的な
訓練ニーズが定員充足につなが
らない介護分野の課題等の検証
に取り組む必要があるとの報告
があった。
・構成員からは、職業について
の知識がない場合も多く、受講
者と企業のニーズをうまくマッ
チングさせる必要があること、
そのためのキャリアコンサル
ティングの充実に期待したいと
の意見があった。

＜対応方針＞
・引き続き新たな制度や法改正
に対応したカリキュラムの設定
を訓練機関に継続して推奨する
方針。

＜対応方針＞
・デジタル分野の訓練コース
の委託費等の上乗せ措置等を
周知し、デジタル分野の訓練
コースの設定を促進する方
針。

＜対応方針＞
・企業アンケートを実施し、規模や業
種別にどのようなスキルが求められる
か情報を収集する方針。

＜対応方針＞
・デザイン分野の課題解消、製
造分野・建設分野・介護分野の
課題の検証について、整理し実
施方針策定する方針。
・訓練実施機関への周知により
効果的なキャリアコンサルティ
ングを実施する。

＜意見等＞
人手不足は特に三重県に多い中
小企業にとって深刻な状況と
なっており、中には経営活動が
継続していけるかにも関わって
くるレベルである。
一方で対応策として事業主は有
効な策が見出せていない状況だ
が、採用活動は強化したいと考
えている。こういった職業訓練
の修了者を採用することは人手
不足解消の有効策になり得るの
で期待したい。
また、人材も不足しており、実
際には質・量ともに労働力が不
足しているのではないかとも感
じる。
若い方がハローワークに行く機
会が減っていると聞くが、中長
期的に見ても企業活動活性化の
ために職業訓練のことを若い方
に発信してほしい。

＜意見等＞
受講を開始したものの、就職
以外の理由で中退し、修了に
至らない受講者も一定数いる
ので、そういった中退者を減
らすことが大事ではないか。

＜意見等＞
介護職においては、中高齢者の就職が
多数あり、活躍されている。訓練を修
了された方は尚更重要な人材となり得
るので、そういう面をアピールしてほ
しい。

＜意見等＞
特になし。

＜対応方針＞
受講者増加に向けてハローワー
クを利用していない方も含めた
周知・広報を新規に取り組んで
きたが、今後も新たな取組も含
めて継続して周知していく。
また、企業向けにも職業訓練修
了者の採用について検討しても
らえるよう、独自の周知リーフ
レット配布を新規に始めたが、
引き続き企業の認知度も向上で
きるよう取り組んでいく。
若年者にも情報が伝わるよう、
スマートフォン上での広告等、
効果的な取組を検討する。

＜対応方針＞
訓練受講前から、受講希望者
の訓練コースの理解促進及び
訓練内容と訓練修了後の就職
が線でつながる意識がしっか
りできるよう支援を徹底す
る。

＜対応方針＞
ヒアリング内容を踏まえた新たな独自
のリーフレットを作成し、介護系訓練
受講者及び就職者の増加を図っていく
方針。

＜対応方針＞

24 三重

＜意見等＞
三重大学から実施しているリカ
レント教育についての報告があ
り、昨年度より各機関と連携し
たプラットフォームを形成して
いることから、分野によっては
三重大学単独ではなく、他機関
と協力した教育を実施している
こと等を構成員間で共有した。

23 愛知

＜意見等＞
・総務省が創設した地域におけ
るリスキリング推進事業につい
て、令和６年度愛知県地域職業
訓練実施計画に定められた、豊
田市が実施を予定していたデジ
タル牽引人材育成事業につい
て、参加企業がなかったことか
ら実施計画を取り下げるととも
に、新たに市内企業従業員向け
デジタルスキルアップ研修と求
職者等向けデジタルスキルアッ
プ研修を実施することになった
ことについて説明した。構成員
からは地域ごとのニーズに合わ
せて実施することは意義がある
との意見があり、令和６年度愛
知県地域職業訓練実施計画の改
訂について了承を得た。
・県立高等技術専門校の再編整
備に伴い、令和７年４月よりデ
ジタル化に対応したロボットシ
ステム科を新設すること、
2028年技能五輪国際大会の開
催地が愛知に決定したことの報
告があった。
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＜意見等＞
モノづくりの楽しさや面白さを
広げる取組を行っていただきた
いとの意見があった。

ＩＴ分野において滋賀独自の
ニーズを捉えて欲しいとの意見
があった。

滋賀県内の教育現場のつながり
を持ち連携を深めて欲しいとの
意見があった。

建築技術者は人手不足であるた
め、建築技術者を増加させる取
組が職業訓練でも必要ではない
かとの意見があった。

＜意見等＞
未経験者の受講促進や内定率
向上の意見として、可能性の
ある就職先（出口）企業との
接点作りをより活発化出来な
いかとの意見があった。

職業訓練に賛同いただいてい
る企業である事を求人票に記
載できないか。例えば、ハ
ローワークの求人情報内に、
職業訓練中の会社見学や教育
のための各種協力、職業訓練
卒業者の採用実績等を記載す
ることで、受講促進にもつな
がるのではないかとの意見が
あった。

滋賀県が実施している訓練等
の周知広報を高等学校等にも
実施して欲しいとの意見が
あった。

＜意見等＞ ＜意見等＞
障害者雇用にあたっては、障害
状態と雇用のミスマッチや受け
入れ企業の体制など課題点も多
い。就業支援として公共職業訓
練の機能発揮のため、障害者向
け訓練の強化を検討してはどう
かとの意見があった。

＜対応方針＞
ものづくり体験教室等の取組に
ついて引き続き実施するととも
に、広報強化を図っていく。

企業ニーズについては、当協議
会における委員からのご意見や
ワーキンググループの取組の
他、滋賀県や機構においてアン
ケート実施やニーズ調査により
実施していく。

高等技術専門校において工業高
校等での技能検定支援や指導な
ど、連携やつながりを強化して
いくとともに令和10年度に開校
予定の高専も含め、更なる連携
に係る検討等を進めていく。

建設技術者については、滋賀県
の施設内訓練や、機構のポリテ
クカレッジ等を活用した育成・
確保の他、ハローワークにおけ
る就職説明会等により引き続き
取り組んでいく。

＜対応方針＞
企業との接点づくりについ
て、企業説明会の取組につい
て、引き続き実施していくと
ともに、適切な就職支援がで
きるよう周知の強化も図って
いく。

職業訓練に賛同いただける企
業を増やすとともに、訓練生
が応募できる求人であること
がわかるよう訓練生併用求人
の確保及び受講促進につなげ
ていく。

県内高等学校等へは訓練内容
を郵送や各種会議により情報
提供しており、今後も引き続
き取り組んでいく。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
滋賀県において、障害者対象と
して実施している施設内訓練で
は、関係機関とも連携しなが
ら、障害者にとって受講しやす
い訓練内容等について検討が必
要であると考えている。なお、
委託訓練については、近年は職
業訓練対象となる障害者および
訓練受け入れ事業所の開拓が困
難になっている。

25 滋賀

＜意見等＞
滋賀大学が実施しているリカレ
ント教育やリカレント教育に関
する文部科学省の取組につい
て、構成員間で共有。

また、総務省が創設した地域に
おけるリスキリング推進事業に
ついて、滋賀県から介護者支援
事業の実施について発表があ
り、構成員間で共有。
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＜意見等＞
構成員からの意見
・「農業分野」「旅行・観光分
野」「建設分野」の計画数が０
となっている。京都府において
は、旅行観光事業が最も人手が
足りていないと言われているた
め、訓練の実施をお願いした
い。

＜意見等＞
構成員からの意見
・実績が計画数の60～70％
程度にとどまっている。

・IT分野、デザイン分野で
は、応募率が高くて就職率が
低い。就職につなげるための
方向性は決まっているのか。

＜意見等＞
構成員からの意見
・デザイン分野においては、求人者は
即戦力を求めているから就職率が低い
ということだが、経営者側に求めてい
る知識やスキルを聞いてみると、職業
訓練で習得できているかもしれない。
そこをハローワークの強みとしてうま
くマッチングに活かしてしていけない
か。

＜意見等＞
構成員からの意見
・令和７年度の策定方針案は、
令和６年度のものを踏襲したも
のか。

・計画数において、求職者支援
訓練は増加しているが、委託訓
練は減少している。妥当性はあ
るのか。

＜対応方針＞
・公的職業訓練ではないもの
の、京都府では観光人材の育成
のため地域活性化雇用創造プロ
ジェクトにおいて、観光DX人材
育成事業を実施している。
公的職業訓練においても府内の
教育資源を活かした、人手不足
分野の訓練が実施できるようR8
年度に向けて調整を行う。

・R7年度は既存の訓練を受講
し、一定就職に向けて準備が
整っている方に対し、合同説明
会や求人等の情報提供を行い、
出口の部分で観光分野等の人手
不足分野へ案内を行う。

＜対応方針＞
・SNSの活用や地下鉄駅構内
に訓練の広報ポスターを掲示
するなど幅広く職業訓練の広
報を実施し、ハローワーク等
の利用者以外の求職者の掘り
起こしを行い、訓練充足率の
向上を図る。

・企業と訓練受講者のマッチ
ング向上のため、労働局、京
都府、機構が連携し、求人担
当を含むハローワーク職員に
対し、IT・デジタル分野等の
訓練コースの理解促進を図る
研修を定期的に実施する。

・企業に対し、職業訓練でど
のようなスキルが習得できる
のかをアピールし、訓練修了
者歓迎求人の提出を働きかけ
る。

＜対応方針＞
・企業と訓練受講者のマッチング向上
のため、労働局、京都府、機構が連携
し、求人担当を含むハローワーク職員
に対し、IT・デジタル分野等の訓練
コースの理解促進を図る研修を定期的
に実施する。

・企業に対し、職業訓練でどのような
スキルが習得できるのかをアピール
し、訓練修了者歓迎求人の提出を働き
かける。

＜対応方針＞
・委託訓練においては、子育て
中の親のスムーズな社会復帰等
を支援するため、令和７年度か
ら子育て中の親が優先的に訓練
を受講できる機会を大幅に拡大
する方針としている。また、令
和７年度実施計画については、
IT分野、デザイン分野の就職率
をあげるための取り組みや、訓
練充足率の向上、地域の訓練
ニーズなど、本協議会にていた
だいた御意見を踏まえ作成す
る。

・厚労省から示される目安数等
を踏まえて計画数を決定してい
るが、京都府全体の定員充足率
が60％台で推移している中、
適切な計画数について、労働
局、京都府、機構の３者で協議
することとしたい。

＜意見等＞
・会員の企業と接していると、
外国人の人材育成のための訓練
ニーズをお聞きするが、何か参
考になる事例があれば教えてい
ただきたい。

＜意見等＞
・制度別、分野別の訓練実施
状況を見ると、分野によって
は応募倍率が１倍を超えてい
るのに対し、定員充足率が１
倍を大きく下回っている訓練
があるが、本来であれば定員
充足率は１倍以上であるべき
ではないか。

＜意見等＞
ワーキンググループの結果報告をホー
ムページ公開するにあたり、目的の他
にも「どのような取組みであるのか」
についても一般の方が理解できるよう
資料に記載して公開すべきではない
か。
また、資料中の「改善促進（案）」に
ついて、「案」はいつ取れるのか

＜対応方針＞
・協議会資料のホームページ公開にあ
たり、一般の方にもワーキンググルー
プとは何かを理解できるような説明を
追記して公開することとする。
また、「案」については本協議会にお
いて承認をいただくことをもって削除
する。

＜意見等＞
・経営者から見たリスキリング
支援策について、具体的にどの
ような支援策を検討しているの
か、情報があればご提示いただ
きたい。

＜意見等＞
・デジタル人材の育成につい
て、今後、企業においてはデジ
タル化に伴うＡＩや生成画像を
積極的に活用をしていく流れに
なってきており、逆にＡＩをコ
ントロールできる人材育成が必
要となってきているが、そのよ
うな人材育成のためのコース設
定が必要ではないか。

＜対応方針＞
・外国人の訓練受講者数を正確
には把握していないが、離職者
訓練については、現に有する在
留資格により、認められている
就労内容や在留期間に留意し、
受講の可否を決定し、一定数受
講いただいている。
今後は外国人労働者の人材育成
についても検討していく必要が
あると認識する。

＜対応方針＞
・分野別実施状況において応
募倍率と定員充足率が大きく
開く要因の一つとして、たと
えば、製造分野の中には電気
関連、機械関連、金属関連の
分野が含まれているため、各
分野の内訳においても応募倍
率と定員充足率にバラツキが
あるところである。
また、訓練を継続的に受講し
ていただくために選考試験を
実施していることや受講前の
辞退者もいること等も要因の
一つである。

＜意見等＞
・企業においてはコミュニケーション
能力を重視する傾向があることがわか
るが、基礎的な社会人スキルを求めて
いるのか、グループ討議のようなそれ
とは違ったスキルを必要としているの
か。

＜対応方針＞
・企業からはより高いコミュニケー
ション能力が求められている。１ヶ月
の職業能力開発講習では、基本的なコ
ミュニケーションスキルの修得となる
ため、今後もコミュニケーション能力
の修得及び向上に資する訓練コース内
容の設定に取り組んでいきたい。

＜対応方針＞
・企業や事業主団体の労働生産
性を向上させるため、効果的な
演習等を取り入れて実施する生
産生向上支援訓練を活用してい
くことで経営者が抱える課題や
ニーズに合わせた支援をしてい
きたい。

＜対応方針＞
・急速なデジタル化による技術
進歩に合わせた人材育成とし
て、今後も意見を踏まえコース
設定を検討していきたい。

２７ 大阪

26 京都

＜意見等＞
・教育訓練給付指定講座には、
オンデマンドやｅラーニング講
座もある中、都道府県ごとに訓
練機会が不足しているかどうか
を把握するのは難しいのではな
いか。

・教育訓練給付のオンデマンド
やｅラーニング講座の認定状況
が、都道府県別に分析されてい
るのか。

・子育て支援の一環としても、
教育訓練給付のオンデマンドや
ｅラーニング講座などでスキル
アップが図れるため、指定講座
として多く認定される、あるい
は情報提供されることが望まし
い。
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参考資料２

＜意見等＞
・主要産業であるものづくり
（製造）分野において、同分野
の人材の育成、技術の継承の推
進が引き続き求められている。
・介護、福祉分野、製造分野に
おいて、人材不足感の強さは継
続している。

＜意見等＞
・デジタル分野コースへの応
募率は高いが就職率は低い傾
向である。求職者の描く就職
イメージと訓練内容とのミス
マッチを解消する必要があ
る。
・機械加工技術を学ぶための
コースは就職率が高いが当該
コースへの応募率が低い。求
職者へ、ものづくり分野、特
に機械加工に関する魅力を発
信する必要がある。
・求職者支援訓練の基礎コー
スの認定率が低調である。社
会人基礎スキルが学べる同
コースに対する若年者や学び
直したいという中高齢者の
ニーズがあることから、訓練
実施機関への申請勧奨を行う
必要がある。
・在職者訓練の受講者数が増
えていることから、社員を育
成したいと考える企業が増え
ていることが窺える。

＜意見等＞
・令和6年度は、WGにおいて「営
業・販売・事務」を検証した。
・営業、販売や事務といった職種にお
いて、当該業務を実行していくうえで
不可欠な操作スキル等が大切であるこ
とは分かっていたが、検証をしてみて
実はジェネリックスキル（特定の分野
に関係なく全ての人に求められる能
力）が必要だということが如実に分
かった例であると思われるとの委員か
らのコメントがあった。
・ただ何となく学ぶだけでなく、その
後にある先をイメージして訓練を受講
することが必要。人材サービス業界で
把握している求職者の検索ワード上位
は「在宅ワーク」、「リモート」であ
るとの委員からのコメントがあった。

＜意見等＞
・製造分野は就職率は高いもの
の訓練の応募倍率、定員充足率
が低い。

・政府方針に基づき、デジタル
人材を育成していくことが必
要。

・介護等福祉分野、製造分野に
おいて人材不足感が強く、求人
ニーズが高いものの、訓練の応
募、充足が低調である。

＜対応方針＞
・ものづくり分野の魅力を発信
する広報活動に力を入れる。
・継続的にセミナーや説明会を
数多く開催し、求職者への訓練
周知を図る。

＜対応方針＞
・業界イメージを掴みやすく
し、ミスマッチを解消するた
めの訓練の体験会、見学会等
を拡充する。
・基礎コースの設定数がこれ
以上下がらないように訓練実
施機関へ周知勧奨していく。
・在職者訓練を含め周知を強
化する。

＜対応方針＞
・本件検証過程で得たヒアリング内容
及び委員の意見を訓練実施施設に対す
る助言、指導に活用する。
・ハローワーク職員が訓練実施施設を
見学する機会を増やし、同職員と訓練
実施施設担当者との意見交換の場を確
保する。

＜対応方針＞
令和6年度に引き続き、以下を
実施していく。
・製造分野について令和6年度
に行ったコース再編の効果を見
定めつつ積極的な周知広報、受
講勧奨を行う。
・デジタル分野のコース設定の
促進。就職率を向上させるため
の求人ニーズに沿った訓練内容
の検討、職員の知識向上による
支援強化。また、企業に対する
教育訓練給付制度及び在職者訓
練の周知にて社内の人材育成を
喚起する。
・介護等福祉分野について求人
求職のミスマッチ解消に向けた
見学会等の機会を拡充。

28 兵庫

＜意見等＞
・第68回全国溶接技術競技会
でポリテク兵庫出身者が最優秀
賞を受賞したことも功績である
と思われる。この点も是非広報
に繋げてもらいたいとの委員か
らのコメントがあった。

・高校生に対するキャリア教育
の一環として教育委員会が実施
しているインターンシップ事業
及び高度熟練技能者等が特別非
常勤講師として実技指導を行う
事業等について構成員間で共有
した。

・令和6年度地域職業訓練実施
計画において、令和6年度地域
協議会にて報告することとして
いた令和6年度地域リスキリン
グ推進事業について構成員間で
共有した。

・教育訓練給付制度に関して、
ハローワーク来所者への同制度
を認定しているかのアンケート
を実施した結果、認知度は
50％に満たなかった。これに
対する取り組みとして、労働局
がオリジナルマスコットキャラ
クターを作成しHP等にて周知
を行った。
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参考資料２

＜意見等＞
・介護分野の人手不足は明白で
あり、人材育成が必要との意見
があった。
・ＰC操作は基本的なニーズで
あること。簿記、ＩＴ、チラシ
やＰＯＰ制作スキル、工場・物
流でのフォークリフト等のニー
ズについて報告があった。
・無資格・未経験でもコミュニ
ケーション能力があり、人柄の
良い人のニーズが高いとの報告
があり、コミュニケーション能
力の育成や常識・マナー等の付
与の希望が複数あった。
・働く高年齢者も増えており、
ＩＴスキルを身に付ける高年齢
者に特化した訓練も必要。ま
た、働くことに繋がっていない
若年者もおり、訓練に繋げるこ
とが必要との意見があった。

＜意見等＞
・就職環境が良く、訓練受講
者が減ることはポジティブに
取ることもできるが、受講後
の就職率が劇的には伸びてい
ないとの意見があった。
・他の構成員からは、訓練受
講者に対して、ＨＷと県機関
がきめ細やかな支援をしてく
れている。一方で、就職経路
はネットで自分で探す者や実
習先で就職が決まる者等、多
様化しているとの意見・報告
があった。

＜意見等＞
・「営業・販売・事務分野」及び「医
療事務分野」についてヒアリングを実
施し、訓練修了者・採用企業共に概ね
高評価であった旨の結果及び検討課題
等の報告があった。
・構成員からは、WGの報告の中に答
えが見えており、求職者・求人者双方
に訓練受講がプラスに働いていること
が顕著に表れている。しかし、企業は
訓練制度を十分知らない状況にあり、
求人者・求職者への周知をＨＷが徹底
する必要があるとの意見があった。

＜意見等＞
・介護分野の人手不足は深刻で
あり、人材育成に取り組むこと
が必要との意見があった。
・ＷＥＢ会議開催、ＨＰ、ＳＮ
Ｓ、イラストレーター等を使用
したチラシやＰＯＰ制作のスキ
ルも企業ニーズがあるとの意見
があった。
・ＩＴ技能は必要な能力の一つ
で、無ければ企業で研修が必要
となる。最低限のスキルとコ
ミュニケーション能力・人柄を
企業は必要としているとの意見
があった。

＜対応方針＞
・介護分野については、応募・
受講しやすい募集・日程を検討
し、HWを利用していない層を
含めた周知の強化、受講勧奨の
強化を図る。
・高年齢者には委託訓練の高齢
者スキルアップコース、若年無
業者には求職者支援訓練の基礎
コース等の活用を促進する。

＜対応方針＞
・HWの就職支援を強化する
とともに、訓練内容、訓練実
施機関の支援内容等をHW職
員が理解する機会を確保し、
関係性を構築するため、見学
会、意見交換会等を実施し、
連携した就職支援に取り組
む。
・HW利用者と併せて、子育
て世代等を含むHWを利用し
ていない層を対象とした周
知・広報を実施する。

＜対応方針＞
・訓練修了者及び採用企業が高く評価
していることを求職者、求人者の双方
へ伝えることで、定員充足率や就職率
の向上に結びつける。
・訓練修了生歓迎求人の確保と併せ、
就職支援・求人充足支援につなげるた
め、企業への周知を実施する。

＜対応方針＞
・介護分野については、募集・
日程を検討し、HWを利用して
いない層を含めた周知の強化、
受講勧奨の強化を図る。また、
WGによる効果検証の対象候補
として検討する。
・デジタル分野の重点化、設定
促進を図る。また、人材ニーズ
（IT分野は求職者ニーズを含
め）に即した訓練内容か、就職
支援策が十分かを検討するとと
もに、HW職員の知識の向上及
び受講勧奨の強化を図る。

29 奈良

＜意見等＞
・訓練を受けずに就職した人の
離職率が髙いということであれ
ば、「訓練を受講した方が定着
率がよく効果的」というアナウ
ンスができるのではないかとの
意見があった。
・他の構成員からは、訓練経由
の就職とそれ以外の定着率の調
査結果があり、訓練を受けた方
が定着率が高いというエビデン
スある。訓練受講により仕事理
解・業界理解が深まり、就職先
がイメージできるとの報告があ
り、メリットをＨＷ窓口で求職
者に知ってもらいたいとの意見
があった。
・ＨＷは一生懸命、色々と取り
組んでいるが、関係団体はその
機能を活用することが弱い。ま
た、賃金上昇に伴い人材育成・
待遇改善にも経費が必要である
が、在職者訓練が活用できるこ
とを企業側が気付いておらず、
公的訓練を主体的にうまく使い
切ることが必要との意見があっ
た。



令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・全国にあって和歌山にない訓
練、和歌山にあって全国にない
訓練はあるか。またその中で、
例えば生成ＡＩの活用等新しい
分野への対応についてはどう
か。ニーズはどんどん変化して
していくが、それにどう対応し
ていくかが大事ではないかとい
う意見があった。

＜意見等＞
・職業訓練終了後の就職率が
低調、特に障害者訓練の就職
率が低いが、訓練と就職が結
びついているのかとの意見が
あった。

＜意見等＞
・令和５年度のヒアリングをもとにデ
ジタル分野を再検証し、訓練カリキュ
ラムの改善等の取組報告を行った。

＜意見等＞
・障害者委託訓練の計画数が６
年度より減少していることに関
して、障害者の就職について、
定量的に分析した上で必要な訓
練の実施、適切な計画数を設定
していただきたいとの意見が
あった。

＜対応方針＞
・生成ＡＩの活用等について
は、訓練効果の把握・検証でも
課題として取り上げており、カ
リキュラムへの導入を検討。ま
た人材ニーズについては、構成
員からの情報提供を引き続きお
願いし把握に努める。

＜対応方針＞
・来年度より、障害者訓練
コースの見直しや障害者訓練
のコーディネーターを新規に
配置することを検討中。コー
ディネーターを配置すること
で、訓練校や訓練生により細
やかな対応をすることで、就
職につなげる。

＜対応方針＞
2つの取組を実施検討。
・コミュニケーション能力の向上やデ
ジタルリテラシーに関するカリキュラ
ムの導入。
・ハローワーク職員や訓練実施施設の
キャリアコンサルタント向けのＤＸセ
ミナーの開催。

＜対応方針＞
・定量的な分析により、訓練の
質の充実を図るとともに、適切
な計画数での設定を行う。

＜意見等＞
産業人材育成センターが実施す
る学卒者等を対象とした施設内
訓練（ものづくり情報技術科、
土木システム科、木造建築科、
自動車整備科、設計・インテリ
ア科、デザイン科）について、
定員数に対する充足率が低い。

あらゆるものがデジタル化され
つつある中で、デジタル化に対
応した人材ニーズが高まってい
るので、職業訓練によりデジタ
ル人材を育成し、一人でも多く
就職に結びつけていただきた
い。

＜意見等＞
令和５年度における離職者向
け訓練で受講者数が多い分野
は「営業・販売・事務分野」
であるが、求職者支援訓練の
就職率が公共職業訓練に比べ
て大幅に低くなっているとの
意見があった。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて
「営業・販売・事務分野」を検証し、
以下の内容について報告。構成員から
は特に意見等はなかった。
・訓練修了者からは、受講するにあ
たっての不安の解消や、就業先によっ
ては必要なスキルが様々であることか
ら個別のきめ細かな就職支援が必要で
あることがわかった。
・採用企業からは、ビジネスマナーや
コミュニケーション能力が重要である
こと、採用後のミスマッチ防止のた
め、応募者が企業のニーズを把握して
いることや、企業が訓練生のレベルを
理解していることが必要であることが
わかった。
・訓練実施機関からは、訓練受講希望
者の不安の解消や訓練コースの理解促
進が重要であることがわかった。

＜意見等＞
令和６年度の訓練実施計画に挙
げた課題と令和５年度の実施状
況を踏まえ、改善の余地がある
以下の課題を解消するための方
針を示し、構成員からは特に意
見は無かった。
・「介護・医療・福祉分野」の
訓練は応募倍率が低いこと
・「デザイン分野（デジタル
系）」の訓練については就職率
が低いこと
・委託訓練の計画数と実績に乖
離があること
・デジタル人材が質・量ともに
不足していること

＜対応方針＞
施設内訓練修了者の就職率が非
常に高く、企業ニーズ自体は確
実に捉えていると思われるが、
学卒者が中心の訓練となってお
り、新規高卒者がなかなか訓練
の方に向いてくれない状況であ
ることから、引き続き、オープ
ンキャンパスや県内の高校を全
て廻っての営業活動を行い入校
促進を図る。また、訓練科の内
容の見直しを行うことについて
も検討する。

デジタル人材の計画的な育成が
必要であることから、引き続
き、ニーズに沿った効果的な訓
練コースの設定を行う方針。

＜対応方針＞
求職者支援訓練のコースの中
にｅラーニングのコースがあ
り、当該コースの対象者は育
児・介護の事情等により外に
出られないといった課題を抱
えた方が受講することが多
く、また、全国各地から受講
可能であることから県外の方
も受講されるため、就職支援
が難しい状況である。
訓練実施機関とハローワーク
の連携を強化することによ
り、効果的な就職支援を実施
していく。

＜対応方針＞
上記のヒアリング結果を踏まえて、以
下の取組を実施予定。
・訓練設定・周知に関するものとし
て、訓練実施時期の調整や適性に対す
る不安、業務に活かせるか等の不安解
消に係る取組。
・訓練カリキュラムの充実等に関する
ものとして、ビジネスマナー・コミュ
ニケーション能力の重要性について訓
練実施機関と情報共有。デジタル分野
以外の全ての訓練にデジタルリテラ
シーのカリキュラムを実施。
・就職支援に関するものとして、訓練
開始前から終了後までの一貫した就職
支援を行うこととし、効果的な就職支
援のために訓練実施機関とハローワー
クの連携を強化する。

＜対応方針＞
上記の課題を解消するため、
・応募倍率が低い分野の訓練に
ついては、訓練コースの内容や
効果を踏まえた受講勧奨を強化
する方針。また、訓練希望者の
不安解消のため、受講希望者向
け説明会や適切な情報提供を行
う。
・就職率が低い分野の訓練につ
いては、求人ニーズに即した効
果的な訓練内容かどうか検討
し、受講希望者のニーズに沿っ
た適切な訓練を勧奨できるよう
ハローワーク窓口職員の知識の
向上や事前説明会・見学会の機
会確保を図るとともに、訓練開
始後の早い段階での就職支援や
訓練修了者歓迎求人の確保等の
取組を推進する方針。
・計画数と実績に乖離があるこ
とについては、開講時期の柔軟
化、受講申込締切日から受講開
始日までの期間短縮や効果的な
周知広報を実施する方針。
・デジタル人材が不足している
ことについては、求職者支援訓
練におけるＩＴ分野の訓練コー
スの設定を勧奨する方針。

31 鳥取

＜意見等＞
総務省が創設した地域における
リスキリング事業について、令
和６年度に実施する以下の事業
に係る実施地方公共団体名、事
業名、事業概要を記載した一覧
を示し、構成員間で共有を行っ
た。
・県内企業の人材力強化に向け
たリスキリング実践・定着サ
ポート事業
・DX人材育成支援事業
・リスキリング教育推進事業
・江府町クリエイティブ人材育
成事業

厚生労働省の委託事業である
「キャリア形成・リスキリング
推進事業」について、受託者の
パソナ株式会社より事業概要及
び実績等の説明があり、構成員
間で共有を行った。

30 和歌山

＜意見等＞
・厚生労働省の委託事業である
「キャリア形成・リスキリング
推進事業」について、和歌山
キャリア形成リスキリング支援
センター担当者より、事業の概
要説明及び教育訓練給付制度の
周知・広報について説明を行っ
た。

・総務省が創設した地域におけ
るリスキリング推進事業につい
て、和歌山県担当者より「和歌
山戦略経営塾」の取組内容の報
告があった。
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に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・島根県内の倒産企業数が増え
ており、この傾向はもうしばら
く続くものと考える。廃業数も
含めるとかなりの企業がクロー
ズしているはずであるため、廃
止した企業の従業員であった失
業者に対し、職業訓練の価値が
高まっている。

・海外人材の奪い合いがすでに
始まっている。特に高度なエン
ジニア。今は島根県内の中小企
業でも獲得に入り込めている
が、今後さらに競争が激化する
懸念がある。そういったことを
考えると外国人の高度職業訓練
なども将来的に必要になってく
るかもしれない。

＜意見等＞
島根労働局、島根県雇用政策
課、（独）高齢・障害・求職
者雇用支援機構島根支部から
令和5年度公的職業訓練の実
績について説明を行った。

【以下主だった意見】
受講生の女性比率が高い印象
を受けるが何か理由がある
か？

＜意見等＞
・ヒアリングの結果、介護の訓練にお
ける最大の問題点を「受講生不足」と
し、その問題を解消するため、「介護
の魅力と求職者の特性を分類したマッ
チング表」を作成することにより、
HW窓口等での受講勧奨の強化を図る
ことを改善策とした。

【以下主だった意見】
・様々な事業所や団体の意見を取り入
れて良いものを作成してほしい。
・他県でのヒアリングや取組の結果も
積極的に活用をお願いする
・カリキュラムの改善についても引き
続きお願いしたい

＜意見等＞
・事務局から令和７年度全国職
業訓練実施計画策定に向けた方
針案および令和7年度島根県職
業訓練実施計画策定に向けた方
針案について説明。

・各委員から反対意見なく了承
された。

＜対応方針＞
・失業者に対するアプローチは
ハローワークの本業。しっかり
と職業訓練というものが効果的
な選択肢となるよう対応してい
きたい。

・外国人に対する訓練は、現状
日本語教室に近いものを県の委
託訓練として実施している。今
後デジタルや介護など、もう少
し専門的な訓練にも踏み込んで
いけるよう検討してまいりた
い。

＜対応方針＞
女性に人気の職種である事務
系の訓練が中心となっている
ため、結果的に女性比率が高
くなっていると考える（大型
自動車などの訓練は男性比率
高いため）。
訓練コースの設定について
は、今後も分析・検討し、適
切な設定となるよう取り組
む。

＜対応方針＞
・改善案については多方面から意見を
収集し、完成度の高いものとなるよう
努めたい。
・他県の取組で活用できるものがあれ
ば積極的に取り組む
・受講勧奨強化をメインターゲットと
したが、カリキュラムを含め訓練全体
に対して多角的に改善していく

＜対応方針＞

32 島根

＜意見等＞
・島根労働局から直近の島根の
雇用情勢および教育訓練給付制
度の実績データや他県の状況に
ついて説明

・島根県雇用政策課から島根県
の人材育成施策、地域のリスキ
リング推進事業についての説明
を行った。

・株式会社パソナから民間職業
紹介事業者としての意見および
厚生労働省委託事業「キャリア
形成・リスキリング推進事業」
について説明を行った。

・各説明に対し、構成員からの
特段の意見はなかった。
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参考資料２

＜意見等＞
・デジタル分野で就労する若年
層労働者において、年収アップ
を目的とした転職を希望する
ケースが増加しているが、地方
では賃上げニーズに対応できる
企業が多くないため、首都圏等
へ流出する傾向にある。
・ＤＸ人材の採用が困難なた
め、地方においても海外人材の
採用が増加すると思われる。
・男性の積極的な育児参加に伴
い、リモートワークが可能な企
業を希望する方が増加している
と思われる。
・岡山県における観光客数は２
年連続で増加しているが、観光
業界は人手不足感が強い。観光
産業を発展させる観点からも人
材育成は重要である。また、中
国五県の中で旅行・観光分野の
訓練を実施していないのは当県
だけという状況もあるため、旅
行・観光分野の訓練を検討して
もよいのではないかという意見
があった。

＜意見等＞
・応募倍率の低い分野のコー
スについて、訓練コース名称
の見直しやリーフレットに就
職先企業のコメントを記載す
る等の工夫が必要ではないか
という意見があった。

＜意見等＞
・令和６年度においては昨年度に引き
続きデジタル分野を検証。デジタル分
野の訓練のうち、訓練内容に関連する
就職者が比較的多い７コースを選定
し、訓練実施機関、就職先企業、訓練
受講生に対してアンケート調査を実施
して、その結果を基に効果検証を行
い、コース毎に訓練内容等に対する提
案を報告。
就職先企業等のニーズを参考に訓練内
容を随時見直すとともに、デジタルリ
テラシー人材、中でもキーパーソンと
なる人材についても広く求められてい
ることから、当該人材を育成するコー
ス設定にも継続して取り組む必要性が
あるとの報告内容であった。
なお、ＷＧの報告書についての意見は
なかった。

＜意見等＞
・介護分野については、仕事が
きつく低賃金のイメージあり、
応募倍率が低くなっている。し
かしながら、介護現場のＩＣＴ
化により業務の負担軽減や効率
化が進み、イメージも変わって
きている。そのような介護現場
の実情を伝えられる工夫を募集
パンフレット等を通じて行って
いただきたいとの意見があっ
た。

＜対応方針＞
・旅行・観光分野の訓練につい
ては、業界等のニーズを的確に
把握し、効果的な訓練の実施が
可能か否か検討していく方針。

＜対応方針＞
・応募倍率の低い分野のコー
スについては、募集リーフ
レットの改善等、応募倍率を
上げるための創意工夫を実施
していく方針。

＜対応方針＞
・アンケート結果を踏まえたコース毎
の提案について、訓練内容に反映でき
るよう取り組んでいく方針。

＜対応方針＞
・介護分野に限らず、応募倍率
の低い分野については、受講勧
奨の強化を図る必要があること
から、協議会での意見を踏ま
え、応募倍率を上げるために創
意工夫を行っていく方針。

＜意見等＞
・事務局から、広島県の強みで
あるものづくり分野の職業訓練
について、訓練分野の割合が全
国平均を上回っていることにつ
いて説明を行った。
・構成員から、ものづくり分野
を含む技能検定の受検者数が減
少傾向から回復傾向となってお
り、ものづくり分野に力を入れ
ることは賛成であるとの意見が
あった。

＜意見等＞
・構成員から、訓練内容につ
いて、実際に企業が求める人
材ニーズに沿う内容なのかを
確認すべきとの意見があっ
た。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおい
てIT分野と介護・医療・福祉分野を検
証。現場で活用できるスキルと習得ス
キルにギャップが見られたため、求人
ニーズに沿った訓練内容とすること、
基礎的なスキルの習得や現場の実情を
知る実習の充実等の改善促進案の提案
を行った。
・構成員から、介護の現場では従業員
の高齢化が進んでいるため、実習等で
現場をよく理解し、長く勤めてもらい
たいとの意見があった。

＜意見等＞
・人手不足により離職者訓練は
充足しづらい状況だが在職者訓
練は好調であり、リスキリング
は確実に進んでいる。
・労務費や物価の高騰による労
働市場への影響を注視しなが
ら、広島県ならではの職業訓練
のあり方を検討してほしい。

＜対応方針＞
・協議会での意見を踏まえ、次
年度計画の重点分野のうち、地
域ニーズ分野をものづくり分野
とする方針。

＜対応方針＞
・求人者からのニーズを把握
するために、訓練内容を企業
に知ってもらい、意見をもら
えるような機会の提供につい
て検討する。

＜対応方針＞
・IT分野について、①訓練期間に相応
した無理のないレベル設定。②応用
ツールの基礎となる内容の充実。③コ
ミュニケーション能力を培うカリキュ
ラムの設定。④地域の求人ニーズに
沿った幅広な基礎知識・スキル等の付
与。⑤就職実績や体験談を含む説明会
等の実施。⑥求人ニーズや求職者ニー
ズを踏まえた仕上がり像の一層の具体
化、見える化。
・介護・医療・福祉分野について、①
対話スキルを培うカリキュラムの設
定。②就職支援の充実。③介護現場の
実情を伝えることができる講師の選
定。④施設外実習での職務理解。⑤介
護施設の種類毎で必要となるスキルの
習得。⑥就職実績や体験談を含む説明
会等の実施。⑦求職者ニーズと求人
ニーズを踏まえた仕上がり像の一層の
具体化、見える化。
・上記のWG効果検証結果を参考とし
て、訓練実施機関募集時に県と機構の
HPに掲載して、訓練実施機関に広く
周知を行う予定。

＜対応方針＞
・実施規模は令和６年度と同程
度として、重点分野をものづく
り、デジタル、介護福祉分野と
する方針。

34 広島

＜意見等＞
・広島県から「令和６年度地域
リスキリング推進事業」の進捗
状況について報告があった。
・中国経済産業局から、企業の
デジタル人材育成に向けた取組
として、「デジタル人材育成プ
ラットフォーム」について説明
があり、情報を共有した。
・愛媛大学からしまなみ地域に
おける産官学が連携したリカレ
ント教育である「しまなみ未来
社会人材育成プラットフォーム
及び地域共創型リカレントプロ
グラム」について説明があっ
た。

33 岡山

＜意見等＞
・大学が実施しているリカレン
ト教育及びリスキリング教育の
講座・プログラム内容を説明し
てもらい、情報共有を行った。

※実施中の講座・プログラム
＜リカレント教育＞
・「妊娠中からの母子支援即戦
力育成プログラム25」

＜リスキリング教育＞
・「実践的ＡＩ・セキュリティ
講座」
・「デジタルヘルス人材育成プ
ログラム」

・総務省が創設している「地域
リスキリング推進事業」につい
て県より今年度実施予定の事業
計画（案）３件（いずれも昨年
度からの継続事業）について説
明を行った。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜対応方針＞
○特になし

＜対応方針＞
〇意見１
　ｅラーニング訓練での終了
者に対する就職支援が不十分
であったと思料。別のコース
では高い就職率で、ＩＴ分野
だから低いということではな
い。
　なお、ハローワーク職員に
対する「デジタル分野」の理
解促進を目的とした研修を実
施し、職業相談の知識向上を
図っている。
〇意見２
　産業技術学校の周知広報に
尽力している。高等学校に対
し、オープンキャンパスや訓
練指導員の訪問などを実施。
〇意見３
　定員15名を2名で開講。6
年度は「観光コース」での計
画を設定していない。
〇意見4
　年齢別による訓練分野別の
就職状況等の把握は行ってい
ない。今後、資料作成に反映
させていきたい。

＜対応方針＞
○意見1
　令和7年度以降の介護分野の訓練
に、検証結果や委員の意見が反映され
るかは不明だが、検証結果について訓
練に算入される実施機関への説明材料
にはなると考えている。

＜対応方針＞
○特になし

35 山口

＜意見等＞
◎教育訓練給付制度の指定講座
の状況について説明。

○意見1
　ハローワークへの申請件数の
うち、6割強が「運輸・機械運
転関係」。
　専門実践教育訓練について
は、ほぼ通信の教育訓練で、看
護師や社会福祉士、キャリアコ
ンサルタントなど。

＜意見等＞
◎概要説明
令和５年度は、「医療・福祉・介護分
野」を検証し、以下のとおり概要を説
明。
・訓練実施機関は、受講生同士のコ
ミュケーションを高め、実技の訓練や
中途退校防止に努めている。
・企業側は、「介護における基本知
識」、介護を実践するための実技」、
コミュニケーションスキル」が必要と
の意見が多くあった。
・訓練生からは、高齢者介護（機能維
持訓練）だけでなく、障害者介護（機
能回復訓練）のカリキュラムや「職場
見学、職場体験及び職場実習」は見る
ことでも役に立つという意見があっ
た。
・現行の訓練期間では、求められる人
材の育成が難しいため、期間を１年間
とし、基礎、応用、実践まで学ぶこと
ができるよう改善をするべきなどの報
告があった。
・構成員からは予算の範囲で可能なも
のから実施してほしいとの意見があっ
た。

◎公益財団法人介護労働安定センター
山口支部から介護業務に関する現状等
の説明

○意見1
　協議会は、ＷＧの検証結果を報告す
る場なのか？

＜意見等＞
◎学校法人YIC学院から厚生労
働省委託事業「受講者の特性に
対応した教育訓練手法の構築・
普及促進事業」の『DX推進がで
きるICT活用サポーター養成訓
練プログラムの開発とその実効
性を高める地域密着型女性求職
者トータルサポートシステムの
構築』の事業概要と進捗状況に
ついて説明。
　受講生の募集活動について
は、スタートアップセミナー、
Googleリスティング広告、厚生
労働省事業用のホームページの
活用のほか、事前説明会や子育
て関係の市役所等の窓口,幼稚園
や子育て支援センターなどで
リーフレットを配布した結果、
2つのコースに、合わせて51名
の申し込みがあった。

◎文部科学省委託事業「専門職
業人材の最新技能アップデート
のための専修学校リカレント教
育推進事業」の『観光・病院・
サービス業等の階層別リスキリ
ングのモデル構築事業」の概要
について説明。

○上記説明に対して委員からの
意見なし

＜意見等＞
◎令和5年度における公的職
業訓練の実績について、山口
県、独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構山口
支部及び労働局から説明。

〇意見1
　ＩＴ分野における就職率が
低調に見えるが、その要因は
如何。
〇意見２
　充足率が低調な学卒者訓練
への対応は如何。
〇意見３
　令和５年度に実施された観
光分野の求職者支援訓練の実
施状況は如何。
〇意見４
　高齢者の職業訓練あっせん
状況の分析は如何。

＜意見等＞
◎7年度計画方針（案）につい
て、概ね6年度計画を踏襲、継
続する旨、説明。

○計画方針（案）に対して委員
からの意見なし。
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参考資料２

＜意見等＞
　構成員からは、国が求めるＤ
Ｘ人材と企業側が求めるＤＸ人
材の認識に相違がある、ワード
等を普通に使用しつつＨＰ作成
やＳＮＳの配信なども含めてで
きる人が企業の中で考えるＩＴ
人材ではないだろうかとの意見
の他、訓練を修了した者が実際
にどのような職種に就いている
のか把握することも必要であ
る、どのような人材を求めてい
るのかを企業に対して聞き取り
をすることも検証にあたっては
重要であるとの意見があった。

＜意見等＞
　構成員からは、ＩＴ分野や
デザイン分野で訓練を修了し
た方はたくさんいるが、なか
なか就職につながっていな
い、職業訓練で実施している
内容が果たして企業が求めて
いるものとなっているか検証
することも必要との意見が
あった。

＜意見等＞
　令和６年度においては、医療・介
護・福祉分野を検証。訓練カリキュラ
ムの実技・実習に実践的な内容を加
え、より充実したものとなるよう検討
が必要であり、更に介護業界のDX化
を見据え、PC操作を含むＩＴリテラ
シーを習得できるカリキュラムも必
要、また、受講勧奨における周知・広
報については、介護職に就くことの魅
力を十分に発信し、受講者の確保が必
要と事務局から報告した。
　構成員からは、意見等なし。

＜意見等＞
　構成員からは、議題５の計画
の策定に向けた方針（案）にあ
るテーマ「人材ニーズを踏まえ
た設定」について、企業の本来
業務に加えてIＴ能力を身につけ
た人材を企業では求めている、
ＳＮＳの配信等がメイン業務で
はないので、そういったことも
できる人が企業はほしいとの意
見があった。

＜対応方針＞
　デジタル分野の訓練修了者が
ＩＴ業務全般を習得していると
認識を持つ企業側とのミスマッ
チが課題のため、職員が適切に
受講あっせんできるよう、職員
向けの施設見学会・説明会や企
業側に訓練生のスキルを見ても
らうための企業向けの施設見学
会・説明会を引き続き実施する
方針。

＜対応方針＞
　安定所と連携の上、適切な
受講あっせんと就職支援の強
化の他、企業が求めているス
キルに対して、実施している
訓練のカリキュラムで十分対
応できているか検証等に取り
組む方針。

＜対応方針＞
　訓練施設への方針として、「訓練カ
リキュラムの実技・実習がより充実し
たものとなるよう、実践的な内容を加
えることを提案する。」、「PC操作
を含むＩＴリテラシーを習得できるカ
リキュラムの追加を提案する。」
　安定所職員には、「介護職に就くこ
との魅力を十分に発信し、受講者確保
に繋げられるよう職員向けの説明会・
研修会を実施する。」

＜対応方針＞
　求人ニーズに即した訓練内容
になっているか、就職支援策が
十分か、検討するとともに、ハ
ローワークと連携した就職支援
を強化する方針。

＜意見等＞
　IT・デジタル人材の育成・確
保に係る課題ついて複数の構成
員から報告。「デジタル人材は
企業によって求められるニーズ
が多様でカリキュラムの設定が
難しいが、ニーズに寄り添った
対応は必要である。」との意見
があった。
また、「多くの中小企業はDX化
への意欲はあるもののデジタル
人材が不足しており、デジタル
技術を活用したモノづくりに対
応した教育訓練を重点的に取り
組む必要がある。」との意見も
あった。
　職業紹介事業者からは、「事
務系の中にはRPA、チャット
GPTを使う業務も含まれており
ITと事務の線引きをどこでする
のか今後考えなければならな
い。」との意見があった。
　労働局の職業訓練についての
アンケート結果を報告。構成員
から「求職者・求人者双方に対
し職業訓練がどの程度浸透して
いるのかご提示いただきたい」
との意見があった。

＜意見等＞
　構成員より「近隣他県と比
較して障害者訓練の受講者数
が少ない。潜在的なニーズを
把握しながら適切に対応いた
だきたい。障害者訓練は地域
職業訓練実施計画に計画表が
入っていないと思う。ニーズ
調査に基づいた計画表を作成
し毎年実施してほしい。」と
の意見があった。

＜意見等＞
　令和６年度については、WGにおい
てデジタル分野を検証。訓練受講者、
企業の訓練カリキュラムに係るニー
ズ、コミュニケーション能力・新しい
知識やスキルを学び続けるなど必要と
される人材像、訓練機関が行う就職支
援の取り組みなどヒアリング結果を報
告。以上を踏まえ訓練カリキュラムの
改善や就職支援に繋げる旨説明。
　構成員からは、「コミュニケーショ
ンスキルをどのように訓練カリキュラ
ムに反映するのか改善策を報告してほ
しい」との意見があった。

＜意見等＞
　構成員からは「デジタルリテ
ラシーを訓練カリキュラムに加
味できないことで訓練コースの
設定ができないという状況は残
念」との意見があった。

＜対応方針＞
　構成員の意見や職業訓練につ
いてのアンケート結果を踏ま
え、以下の対応方針を決定。
①デジタル分野の職業訓練につ
いては、WGによるヒアリング
結果を踏まえ、企業ニーズ・修
了生の意見を反映した訓練コー
スの設定を訓練実施機関に働き
かける。
②事務職希望の求職者に対して
もITスキルの必要性を説明し、
効果的な訓練受講勧奨を行う。
③職業訓練制度の浸透状況が分
かるものを報告予定。

＜対応方針＞
　県と協議の上、障害者訓練
に係るニーズを把握の上、新
たに地域職業訓練実施計画に
基づく計画表に追加する方向
で検討。

＜対応方針＞
　以下の取り組みを今後行うことで訓
練カリキュラムの改善、就職率の底上
げ、適切な受講勧奨を図っていく。
①企業ニーズ・修了生の意見を全実施
機関に情報提供し、ニーズに合った訓
練コースの設定を働きかける。②企業
が採用時に重視している点や求めるデ
ジタル人材について資料を作成し、ハ
ローワークの窓口相談時に活用するこ
とで早期就職の意識付けを促す。③訓
練受講者へ就職に有利となる関連資格
取得を促す。④情報通信業以外の業種
検討の求職者に対してもITスキルの必
要性を説明し、積極的に受講勧奨を行
う。

＜対応方針＞
　以下の方針を報告し構成員よ
り同意を得た。
・委託訓練については、デジタ
ル分野の定員を拡充し年間を通
してデジタルスキルの習得機会
を確保する。さぬきうどん科は
デジタルリテラシー習得をカリ
キュラムに盛り込めるメドが
立ったため、引き続き計画に計
上する。
・求職者支援訓練については、
定員数が増加予定だが分野毎の
割合は維持する。

37 香川

＜意見等＞
　キャリアコンサルティングの
取り組みを機構より報告。
　大学が実施しているリカレン
ト教育について、受講生の規模
や内容を香川大学より紹介。
　構成員からの意見なし。

36 徳島

＜意見等＞
・香川キャリア形成・リスキリ
ング支援センターより、キャリ
ア形成・リスキリング推進事業
の取組状況について説明。
・事務局（徳島労働局）より、
教育訓練給付制度による訓練機
会の確保の取組状況について説
明。
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参考資料２

＜意見等＞
・ハローワーク経由の応募者は
2割程度で、ネットでの応募が
７割程度。ネットの手軽さもあ
り利用はされているが、連絡が
取れないことが多く、ネット応
募の7割のうち採用できたのは1
割程度とのこと。ハローワーク
経由の場合は連絡も取れ、採用
に至るケースが多いが、年齢層
が高いとの報告があった。
・医療・福祉分野の求人が３割
を占める旨報告あり。

＜意見等＞
・愛媛県で実施している委託
訓練の就職率は就職支援員が
委託先に巡回し、きめ細やか
な就職支援を行った結果、前
年度より若干上回っている
が、派遣や、パートでの就職
が多くなっているとの報告が
あった。
・ポリテクセンター愛媛の訓
練受講者が減少しており、受
講者増加に向け、ものづくり
に関する魅力をアピールする
ため、いろんな広告媒体を
使って周知に努めているこ
と、ハローワークとの連携を
引き続き実施していく等の報
告があった。
・求職者支援訓練においては
同時期同内容の訓練コースが
重複したことにより、令和5
年度介護系で3コース中止と
なった等の報告があった。

＜意見等＞
・令和６年度については、WGにおい
て営業・販売・事務分野を検証。訓練
修了者を採用した事業所からは、訓練
を受講して得たスキルを活用し、業務
改善や業務効率化を図ることが期待さ
れていること、電話応対や接客対応ス
キルが必要であること、訓練実施機関
からは訓練終了後の就職支援や訓練生
のスキルに差があること、訓練生の多
様な特性に対する対応に苦慮している
ことなどが報告された。また、訓練修
了者からはマナー講習やグループワー
クなどが面接の際に、メール・ショー
トカットキー等が役に立っていること
などが報告された。

＜意見等＞
・労働局から教育訓練給付制度
の指定講座の状況や指定講座拡
大及び利用促進の取組について
報告があった。
・愛媛県から市県で実施してい
る地域リスキリング推進事業の
内容や県で実施しているデジタ
ル人材育成のための施策、愛媛
県ものづくり産業・サービス産
業振興指針等について報告が
あった。
・機構愛媛支部から生産性向上
支援訓練、特にDX人材の育成
支援について内容及び受講者、
事業主の声などについて報告が
あった。
・松山東雲短期大学から社会人
学生の受け入れ状況、リカレン
ト訓練生の受け入れ及び就職状
況、専門実践教育訓練の利用状
況等について報告があった。
・愛媛大学からしまなみ未来社
会人材育成プラットフォームお
よび地域共創型リカレントプロ
グラムの実施状況等について報
告があった。

＜意見等＞
・医療・福祉分野の求人が3割
を占める状況を踏まえ、応募倍
率は低いが、就職率が高い介護
分野について引き続き訓練コー
スの設定を行うこと。
・応募倍率は高いが、就職率が
特に求職者支援訓練で低い営
業・販売・事務分野について
は、本協議会で承認された今後
の取組方針を着実に実施するこ
と。
・委託訓練、求職者支援訓練と
もに中止コース等があり計画数
と実績が乖離していること。
・デジタル分野の訓練コースは
増加しているものの、引き続き
コース設定が必要であること。

＜対応方針＞
・介護・福祉分野の訓練コー
スについては応募倍率が低い
が就職率は高いこと、求人
ニーズも高いことから引き続
き介護の魅力を発信し受講者
の確保を図るとともに、訓練
コースの内容や効果に関する
周知を強化することとする。
同時期に訓練コースが重複し
ないよう調整し、受講者数増
加に向けた取組を実施する。
・ポリテクセンター愛媛では
若手職員によるプロジェクト
チームを立ち上げ、ネット広
告等を活用した周知を図ると
ともに、ハローワーク職員を
対象とした見学会を12月に
開催、2月に公共職業訓練メ
ディアツアーを開催する予定
としている。見学会にはハ
ローワークの職業相談窓口を
含む職員等への参加を勧奨
（県下安定所で29人参加予
定）、メディアツアーの周知
など連携強化を図り、受講者
確保に努めることとしてい
る。
・引き続き、訓練修了者の希
望に沿った就職支援を実施す
ることとする。

＜対応方針＞
・次年度計画において介護・福
祉分野の訓練コースを引き続き
設定することとする。

＜対応方針＞
・訓練カリキュラムにおいて、より実
践的なスキルが習得できるよう業務で
活用する機会の多いエクセルの時間配
分を増やすなど検討するとともに、ビ
ジネスマナー、電話応対、ビジネス
メール等の知識習得を促進することと
する。
・修了予定（修了見込みを含む）のハ
ロートレーニング一覧を作成し、求人
開拓時に活用する等訓練修了者歓迎求
人の確保に努め、業務に必要なスキル
を詳細に明示することでミスマッチを
防ぐとともに、関係機関と連携し就職
支援を強化することとする。

＜対応方針＞
・令和5年度の実施状況等を踏
まえ、介護系の訓練コースの設
定し、引き続きデジタル分野へ
の重点化を図ることとする。
・営業・販売・事務分野につい
てはWGからの報告を受け、本
協議会で承認された今後の取組
方針を着実に実施できるよう、
各ハローワークに対し今後の取
組にかかる内かんを発出するこ
ととする。
・訓練機関等のニーズを踏まえ
た訓練コースの設定を進めると
ともに、実態を踏まえた計画数
の検討を行うこととする。

38 愛媛



令和６年度第１回地域職業能力開発促進協議会における協議結果の報告

労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
構成員からは、高知県では人口
減少に伴い少子高齢化が進んで
いることから、事業を維持する
ため、例えば保育分野に加えて
介護や障害者支援の事業を取り
入れる等、包括的に事業を行う
企業も増えており、そのような
企業では１人で様々な業務がで
きる人材が必要であると考えて
いる。訓練では連続で複数分野
の訓練を受講できないとのこと
であるが、複数の分野を一度に
行う訓練のニーズはあるのでは
ないかとの意見があった。

＜意見等＞
構成員からは、応募倍率が非
常に高い訓練が見受けられる
が、応募倍率が高い訓練では
定員を超えてでも受講生を合
格させることや、企業・訓練
受講者のニーズを踏まえた定
員を設定する等、訓練受講の
機会を増加させるため柔軟に
対応してほしいとの意見が
あった。

＜意見等＞
ワーキンググループのヒアリング結果
報告をもって訓練効果の把握・検証と
令和７年度の取組方針の説明を行い、
内容について了承された。

＜意見等＞
構成員からは、委託訓練等では
年度の予算計画に縛られてしま
い、一部募集期間の短い訓練
コースの設定もなされていると
認識しているが、応募機会を増
やすため、例えば３月に前倒し
開講するような期間設定を行っ
てはどうかとの意見があった。

＜対応方針＞
訓練の連続受講は制度的に難し
いものがあるが、訓練のカリ
キュラムで対応できるかどうか
を検討する。

＜対応方針＞
各訓練の実施規定や運用状況
の違いはあるが、職業訓練実
施機関に対してできるだけ受
講生を取り込むよう柔軟に対
応するように要請する方針。

＜対応方針＞ ＜対応方針＞
訓練計画の策定においては、求
職者ニーズに応えるべく、現状
でも３月開講の訓練も設定して
いるが、今後も求職者や求人数
の動向を見ながら関係機関と調
整を図る方針。

＜意見等＞
・デジタル人材育成と言って
も、訓練受講後に具体的にどの
ような仕事に役立てられるのか
が分かりにくい。
　ＤＸ、ＩＴ等をもっと分かり
やすくし、デジタル化を進めて
いくには事業者の意識改革の仕
方も考えていくべきではない
か。

＜意見等＞
・応募率が高いものの、就職
率が低い分野にデザイン分野
があるが、就職率が低いこと
をどう考えているか。

・人材不足分野の中で、ト
ラックドライバーは特に人材
不足となっているが、政策は
何か考えているか。

＜意見等＞
・検証として良い点を広めていくよ
り、悪い点を探し出すことが大事であ
り、ヒアリングでは悪い点を言い出し
にくいのでアンケートによる方法を検
討していただきたい。

・受講希望者が少ないことについて
は、訓練を受講して就職した者と、受
講せずに就職した者との比較を意識し
てヒアリングを行えば、どこに問題が
あるのかが把握できるのではないか。

＜意見等＞
・介護人材が不足する中、介護
訓練の希望者は少なく、応募が
あっても開講中止となることが
ある。委託費等は受講者数を
ベースに支払われるが、特定の
分野については委託費等の額を
改正して、開講し易くしていた
だきたい。

・職業訓練はハローワークの
他、どこでどのように周知を
図っているのか。ハローワーク
の来所者は減少しているので、
ハローワークでの周知のみでは
必要な方に届かず、十分ではな
いと考えている。

＜意見等＞
・特になし

＜対応方針＞
・どこに人材不足を感じている
のか、また、ニーズを細かく把
握して育成すべき訓練は何なの
かというところまで把握しない
と、きちんと人材を送り出すと
いうことはなかなか難しく、委
員の意見を参考に進めていきた
い。

＜対応方針＞
・ハローワークにはＷＥＢデ
ザイナー等の求人が少なく、
訓練部門だけではなく求人担
当部門と連携して、訓練修了
生の積極的な採用について求
人者にお願いして求人を集め
ているところである。

・教育訓練給付制度におい
て、大型自動車免許が取得で
きるコースが設定されている
ので、利用促進のために継続
して周知を図っていく。

＜対応方針＞
・職業訓練の質の検証・改善業務につ
いては、実施方法や質問内容の見直し
を行い、より良い形での把握に繋げて
いきたい。

＜対応方針＞
・少ない人数でも開講できるよ
う、他分野を上回るインセン
ティブを設定できないか等、委
託費等についての意見を厚生労
働省に伝えていきたい。

・ハローワークの他、各訓練実
施機関も周知を行っている。ま
た、博多駅のデジタルサイネー
ジを利用した周知を実施したと
ころである。併せて各ハロー
ワークからＳＮＳでも訓練情報
を発信しており、継続して周知
を図っていく。

＜対応方針＞

40 福岡

39 高知

構成員からは、職業訓練実施機
関から、物価や人件費の高騰に
より訓練の委託費等の引き上げ
について要望が出ているという
ワーキンググループの報告書に
対して、委託費のような公定価
格が最低賃金を下回る設定とな
らないよう検討してほしいとの
要望があり、要望を踏まえ本省
に報告する方針。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
・介護・医療・福祉分野の人材
確保が課題であるが、訓練の実
施状況を見ると人気がないと感
じる。これをどう捉えて訓練生
を増やす取り組みをされるの
か。

・訓練の開催地について県中心
部に偏っているのではないか、
オンラインでの開催はないの
か。

＜意見等＞
　事務局からの報告、説明に
対し、特段の意見無し。

＜意見等＞
・令和６年度は、WGにおいて「デジ
タル分野」を検証。
　訓練実施機関３機関、受講生30
名、採用企業6社に対してヒアリング
を実施し、その結果を基に効果検証を
行った。ヒアリング結果から見える課
題及び今後の訓練内容等の改善策を報
告。
　委員から、満足度などの定量的なも
のは実施していないのかといった質問
があった。

＜意見等＞
事務局より令和7年度訓練実施
計画策定に向けた方針（案）を
提案。
特段の意見無し。

＜対応方針＞
・介護分野の人材育成は大きな
課題だが、介護職=3Kのイメー
ジが先行し希望者が少ない印
象。今は以前のイメージと違
い、働きやすく魅力ある職場も
多く、専門職としてやりがいを
持って働くことができるという
ことを、職場見学会や説明会等
を通し、若い方や求職者に伝え
ていく。

・効率や幅広く受講機会が図ら
れるよう調整を実施する。

＜対応方針＞
　引き続き、定員充足率及び
就職率の向上を目指し、ハ
ローワーク内で職業相談部
門・求人部門の連携、訓練実
施機関とハローワークの連携
による支援の充実を図る。

＜対応方針＞
・効果検証とは別のアンケートで把握
しており、引き続き今後のカリキュラ
ム等に反映させる。

＜対応方針＞
　IT分野については、基礎的な
デジタルリテラシー要素を含む
カリキュラム設定が必須となる
ことや、地域性や求職者・求人
ニーズを踏まえ、段階的に人材
育成に取り組んでいく。

＜意見等＞
資料３求職者ニーズについて、
「受講したいが訓練コースが決
まっていない」22%、「相談を
踏まえて受講を考える」38%と
なっている。技術・技能などの
継承につながる訓練を最初から
選ぶ方は少ないと思うが、相談
（誘導）はどのように取り組ん
でいるのか。

＜意見等＞
資料４により、令和５年度、
令和６年度の実施状況を事務
局より説明。
構成員からは特段の意見は無
かった。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて
「営業・販売・事務分野」を検証。事
務局より検討課題等や結果を踏まえ
て、今後の取組について説明。
構成員からは特段の意見は無かった。

＜意見等＞
方針（案）Cの部分で、「受講
希望者のニーズに沿った適切な
訓練を勧奨」だけでなく、先ほ
ども意見があった、「訓練コー
スが決まってない」方へものづ
くりの分野の提案なども大事と
考えるので、そのあたりも盛り
込んでいいかと思う。

＜対応方針＞
デジタル分野においては、訓練
施設より職員等向けの説明会を
実施しており、ものづくりにお
いてもポリテクセンターにおい
て、職員等向けの見学・体験会
を実施し、職員等の理解を即
し、訓練コースが決まっていな
い方などにものづくり分野等に
興味を持っていただくような相
談に活用できるよう取り組んで
いる。また、訓練部門だけでな
く、求人部門の職員等も参加
し、仕上がり像などを把握し、
訓練修了者歓迎求人確保につな
げるよう取り組んでいる。引き
続き説得力を持った職業相談等
の充実を図り受講確保、就職促
進に取り組む方針。

＜対応方針＞
引き続き、職員等の積極的な
訓練施設の見学等を行い知識
の向上に取り組み、受講者確
保、求人確保に努める方針。

＜対応方針＞
〇ハロートレーニングの効果的な周知
について、令和５年度において実施し
た訓練体験イベント（ハロトレフェ
ス）は、一定周知の効果があったと考
えており、令和６年度も実施予定であ
ることから令和６年度の結果を踏ま
え、今後も効果的なイベント等の実施
について検討。
〇効果的な就職支援について、
企業に対して訓練内容（修了生の仕上
がり像など）の積極的な周知を図って
いく方針。また、ハローワーク職員を
対象とした訓練施設見学を行うことで
訓練コース理解を促進し、受講者の確
保、適切な受講あっせん、求人開拓
（求人条件変更含む）に活かしていく
方針。なお、見学の際は訓練施設と意
見交換を行うなど、訓練中、修了後の
早期就職実現に向けた支援を行うため
訓練施設との連携を図る。

＜対応方針＞
企業のニーズの把握に努め、職
員等の積極的な訓練施設の見学
等を行い知識の向上に取り組
み、「コースが決まっていな
い」などの求職者への働きかけ
に努めていく方針。

42 長崎

＜意見等＞
・教育訓練給付制度の指定講座
の状況等について事務局より説
明。構成員からは特段の意見は
無かった。
・令和６年度に実施する地域リ
スキリング推進事業について報
告。構成員からは特段の質問は
無かった。

41 佐賀

＜意見等＞
〇佐賀大学が実施している、社
会人を対象にリカレントの機会
を提供する「公開講座」の内容
について共有。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
労働局が実施した地域ニーズ調
査において、高齢化社会に対応
した介護人材育成に期待の高い
介護分野、DXが進む中でデジタ
ル技術を活用したビジネススタ
イルにも対応できるＩＴ分野、
農業の担い手不足に対応した農
業分野で人材育成が必要である
との意見が寄せられた。また、
ＴＳＭＣの進出により半導体関
連産業の集積も進んでおり半導
体産業の人材育成も必要である
がその他の産業においても質・
量ともに不足しているとの意見
があった。

＜意見等＞
応募者数が少なく中止となっ
たコースが複数あるが、コー
スを集約するなど見直して開
講するように出来ないのかと
の意見があった。

＜意見等＞
令和6年度については、ＷＧにおいて
デジタル分野について検証を行った。
訓練実施機関４機関、訓練修了者９
名、採用企業６社に対して調査を実施
した。（一部アンケート調査を実施）

構成員から生成ＡＩについて、最新の
情報を取り入れているのか、今の状況
はどのように訓練カリキュラムに取り
入れているのかとの意見があった。

＜意見等＞
半導体産業を含む多くの産業に
おいて人材が質・量ともに不足
している中、半導体人材育成に
ついてポリテクセンターの生産
ラインメンテナンス科の定員を
増やす等の設定が必要ではない
かとの意見があった。
半導体産業の人材育成について
は、高等教育機関や高校、県立
技術短期大学校等において取り
組まれているので、他の産業の
人材確保について取り組んで欲
しいとの意見があった。

＜対応方針＞
半導体産業の人材育成について
は、令和5年度、6年度において
ポリテクセンターの生産ライン
メンテナンス科のカリキュラム
を見直しており、令和7年度に
おいては現行のカリキュラム内
容が求人者ニーズとマッチして
いるため継続して取り組む方
針。
半導体産業以外の人材の質・量
の確保については地域の人材
ニーズに沿った訓練コースの設
定に取り組み、多くの求職者が
訓練受講し再就職出来るよう、
効果的な周知・広報の強化を行
い、訓練実施機関とＨＷが連携
して就職支援の強化に取り組
む。

＜対応方針＞
訓練コース数については、定
員数の配付に基づいて決定し
ているが、訓練が開講出来る
応募者数の確保が出来るよう
ＨＷ窓口における受講勧奨の
強化を図る。そのためには適
切な訓練の勧奨ができるよう
ＨＷ職員の知識向上が重要で
あり、訓練説明会や見学会の
機会の確保を図る。

＜対応方針＞
生成ＡＩについては、ポリテクセン
ターでは最新バージョンでは不具合が
生じることもあり、慣れるために安定
したものを活用している。
ＷＧによる訓練実施機関へのヒアリン
グでは最新の技術やツールを学習に取
り入れ、実践的なスキルの習得を支援
している。
最新の生成ＡＩツールや技術の習得
等、企業ニーズを意識した訓練内容の
設定は就職に有効であるためアップ
デートを推奨していく。

＜対応方針＞
ポリテクセンターの定員数につ
いては、従業員数や機構本部か
らの指示等もあり増やすことは
出来ないが定員が充足できるよ
う受講勧奨の強化を行ってい
く。
半導体以外の産業における人材
の質・量の確保については、地
域の人材ニーズに対応した訓練
コースの一層の設定促進と受講
者増に向けた取組を行う。

＜意見等＞
事務局から、公的職業訓練（公
共職業訓練、求職者支援訓練）
に係る実施状況の報告、また、
受講者数、応募倍率、開講コー
スの充足率、就職率等の実績等
により、求職者や求人者のニー
ズの傾向を把握し、訓練計画へ
の反映等を検討していくことな
どの説明があった。
委員から、精神面で配慮が必要
な訓練生が増加傾向にあり、訓
練に対する求職者の理解促進、
ミスマッチの解消、採用企業に
おける理解が必要との意見が
あった。

＜意見等＞
事務局から、「従前からの取
組により介護コースの受講率
は以前より改善している」
「就職率は比較的安定してお
り高水準である」などの説明
があった。
事務局からの説明に対して、
特段意見等は無かった。

＜意見等＞
令和６年度については、ＷＧにおいて
「営業・販売・事務分野」を検証。訓
練実施機関からは、「事務職でも対人
業務の可能性があるため、事務におけ
るコミュニケーションはとれる必要が
ある」「精神障害（疑い含む）や就職
にあたり配慮すべき点がある訓練生が
訓練修了後就職に繋がらない」、訓練
修了生を採用した企業からは、「就業
する上で接遇や電話対応など基礎的な
スキルを備えてほしい」などの報告が
あった。
委員からは特段の意見は無かった。

＜意見等＞
事務局から、令和６年度計画に
挙げた課題と令和５年度の実施
状況を踏まえた評価・分析に基
づく令和７年度の公的職業訓練
の実施方針（案）について説明
があった。

＜対応方針＞
ハローワークでの職業訓練に関
する求職者への説明等につい
て、より丁寧な対応を行ってい
く。

＜対応方針＞
次年度の効果検証ＷＧの対象
分野の選定については、関係
機関で近日中に協議予定。

＜対応方針＞
報告内容を受けて、企業の求める人材
に近づけるように、ビジネスマナーや
コミュニケーションを中心とした訓練
カリキュラムを効果的に実施するよ
う、実施機関へ依頼する（各カリキュ
ラムを訓練生の状況に応じて、より適
切な時期に行うよう配慮する）などの
改善促進策を計画に反映する方針。

＜対応方針＞
特段意見等は無かったため、策
定方針に沿って実施計画を策定
する。

44 大分

＜意見等＞
キャリア形成・リスキリング推
進事業及び当該事業における
キャリアコンサルティング、リ
スキリングの推進、ジョブ・
カード制度に関する周知・取組
等について受託者から報告。
報告内容を受けて、委員から、
キャリアコンサルティングを受
けてジョブ・カードの交付を受
けている訓練受講希望者に対し
て、キャリアコンサルティング
やジョブ・カードのことを尋ね
ても、認識されていないことが
しばしばあり、普及されていな
いと感じるとの意見があった。

43 熊本

＜意見等＞
総務省が創設した地域における
リスキリング推進事業につい
て、熊本市の①経営者向けセミ
ナーの開催及び従業員等に向け
たテレワークセミナーや研修講
座の開催による多様な人材の活
躍推進事業、②従業員等のリス
キリングのためのｅラーニング
の提供による産業人材育成支援
事業の２つについて報告を行っ
た。
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（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証
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に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
県、機構ともデジタル分野の
IT、Webコースについては応募
状況は高いが、就職状況が低迷
している。また、人手不足分
野、ものづくり分野に関する
コースについては、企業ニーズ
は強いが、受講生の応募状況は
低迷している。一方で、生産性
向上に向けた在職者訓練等につ
いては、双方からのニーズが高
く、増加傾向にあるとの説明あ
り。

構成員より
・宮崎（地域）らしい分野であ
れば農業分野と思うが、実績が
ない。全国的な事例コースを参
考に独自のコースを検討してみ
ては。

＜意見等＞
構成員より
・IT、デジタル、デザイン分
野の就職率低迷の原因は、 若
年齢層によるものがあるので
は？（40代以上や子育て中
の女性は、生活重視を考え、
就職活動に繋がるが、若い世
代はフリーランスの多様な働
き方の傾向が強いことや他の
生活基盤があり逼迫していな
いためではないかとの）
・IT人材が少ないこと、ま
た、県内ではDX関連の受け
皿が少ないため、県外流出に
なっていることが原因ではな
いか。もっと、IT系の企業側
が何を求めているか詳細が明
確になれば就職率も改善され
るのではないか。
・IT系の訓練を終了し、他業
界へ就職するケースも多く、
終了後一定期間を経て、他の
業界で資格等を活かしてい
る。

＜意見等＞

➀営業販売事務分野➁介護・医療・福

祉・分野③半導体関連企業について検
証ヒアリングを実施。
実施機関より：経済状況に踏まえたカ
リキュラムに対応しているが、企業
ニーズの声からも社会人マナー、コ
ミュニケーションに関する項目は必
須。開講状況や訓練生の就職意欲に苦
慮している面もあるため、今後の運営
及び環境配慮上における最低保障等の
見直しをお願いしたい
訓練修了生より：訓練中盤からは民間
企業や実習先との関わりを主として欲
しい、また、カリキュラムも向上希望
あり
採用企業より：基本的な知識やマナー
は問題ないが、人手不足もあり、地方
では採用後の多岐多様に渡る業務も必
要であることから、個々のアップデー
ト（リ・スキリング含む）に対する士
気も含めた訓練を期待したい。

＜意見等＞
構成員より
・外国人労働者が増加傾向にあ
る現状から、今後、訓練受け入
れについても、語学や文化を学
ぶカリキュラムや留学生も受講
できる制度へ方針転換を考えて
いく時期ではないか。
・学生の県外流出も踏まえ、卒
業後に訓練受講出来るような
「（仮称）ジョブカレッジ」や
一般・学生も一緒に学べるコン
ソーシアムを設立するのはどう
か（案：大人向けキッザニ
ア）。

＜対応方針＞
各分野（コース）内容の生産性
向上（デジタル人材等）に合っ
た見直し、受講勧奨への強化、
就職促進を図るための見学会や
面接会の機会等を関係機関及び
団体を含め協力強化に取り組
む。
また、宮崎らしいコースについ
て、ニーズのミスマッチを踏ま
え、慎重に検証していく必要が
あるため、多種多様な方向から
意見集約を行い、議論していく
こととする。

＜対応方針＞
デジタル分野等に関する入り
口と出口の高低差の要因につ
いて、企業側を主に求めてい
る人材像等の明確化を図るた
めの検証が必要と考え、充足
向上に向け企業側への検証ヒ
アリングの内容を詳細に見直
し、低迷な分野について深掘
りしていく。
また、同時に受講生のスキル
アップ促進も必要と考えるこ
とから、今後の公的訓練にお
ける内容（実施機関、コース
選定、カリキュラム等）、地
域（宮崎）ニーズに合った検
討を図っていく。

＜対応方針＞
採用後の実務レベルに対応したカリ
キュラム等の見直しを実施機関と共に
図っていく。
また、実施機関に対する保障等、継続
的に要望していく。
求職者及び企業側に対する訓練効果
（目的、スキル等）について説明会を
通じた実施を拡充していく。

＜対応方針＞
宮崎においては、（ｂ）にも記
載してある通り、デジタル人材
が不足していることが課題であ
り、デジタル分野への見直し検
証に重点化を置いていく。
また、宮崎（地域）に合った分
野について、併せて、長期的な
見解をもって、コース毎に区別
化（例えば、女性のみ、年齢
別）していくことで目的や就職
意欲の向上に繋がるような、分
かりやすいコース・分野の設
定、受講対象者の拡大も検討し
ていく。

４５ 宮崎

＜意見等＞
今、求められている「生産性向
上（リ・スキリング）」の声を
受け、在職者向け（社員教育）
訓練、デジタル・クリーン等成
長分野に関するリ・スキリング
の推進事業促進（地方財政措
置）に取り組んでいるとの説明
があった。
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労働局
番号

労働局
名

（a）地域の人材ニーズの
把握

（b）公的職業訓練の実
施状況の検証

（c）訓練効果の把握・検証等
(d)その他の職業能力開発
促進のための取組

（e）地域職業訓練実施計
画の策定方針（次年度計画
に関すること）

参考資料２

＜意見等＞
　県内では求人数が求職者数を
上回る状況が長く続いており、
特に介護サービスの職業は有効
求人倍率が高い水準で推移して
いる旨の説明があった。
　また、DXの推進等を図るため
には、在職労働者への訓練が有
用と考えられ、機構の生産性向
上支援訓練において、サブスク
リプション型訓練が昨年度から
新たに設定されているが、オン
ラインで効率的に訓練を実施し
たいという企業のニーズを反映
し、ｅラーニング方式を採用す
ることで、徐々に申し込みも増
えていることが報告された。

＜意見等＞
　ポリテクセンターの施設内
訓練（離職者訓練）について
は、定員充足率が令和5年度
と比較して前年度比12.4ポ
イント増加し、その要因とし
て、定員数を減らしたこと、
様々な広報の取組の効果、特
にハローワークかごしまと連
携し、雇用保険説明会をポリ
テクセンターの会議室で実施
していることがその理由とし
て挙げられた。
　また、２年課程のポリテク
カレッジについても、令和６
年度入校生の定員充足率が前
年から大幅に増加しているこ
とが報告された。

＜意見等＞
　令和６年度については、WGにおい
て介護・医療・福祉分野を検証。その
結果、外部講師による実際の介護現場
の事例の紹介や、実習で学んだ体験
が、仕事をする上で大きく役立ってい
ることが確認された。加えて、訓練修
了者・採用企業ともに、「コミュニ
ケーション力、対人スキルの習得」を
重視していることが報告された。

＜意見等＞
　デジタル人材は質・量とも不
足しており、都市圏偏在が課題
であることが説明された。
　また、デジタル分野のコース
設定においては、就職に結びつ
くような今の時代に合ったコー
ス設定を図るべきとの意見が構
成員からあった。

＜対応方針＞
　事業縮小のために離職を余儀
なくされ人手不足分野への職種
転換を検討する者等に対し、介
護分野の訓練コースへの積極的
かつ適切な受講あっせんを図る
ことにより、同分野における人
材確保に取り組む。
　また、サブスクリプション型
生産性向上支援訓練について
は、人材開発支援助成金の活用
メリットを踏まえた周知・広報
に各構成団体が連携して取り組
む。

＜対応方針＞
　昨年度の11月から機構と
ハローワークかごしまが連携
し、雇用保険受給者の初回説
明会をポリテクセンターで開
催しており、その際に施設や
訓練コースの概要を案内する
ことで、受講者の確保を図っ
ている。
　また、ポリテクカレッジに
関しては、昨年度から推薦入
試の回数を３回から６回に増
やし、受験者の確保を図って
いる。
　上記２つの取組について、
昨年度の実績（減）から今年
度の実績が大幅な増に転じて
いることから、引き続き同取
り組みを行う。

＜対応方針＞
　当該分野は重要なセーフティネット
の一つに位置付けられていることから
も、引き続き、関係機関の連携によっ
て効果的な周知・広報に努め、制度活
用の促進に取り組む。
　また、コミュニケーション力、対人
スキルの習得については、訓練カリ
キュラムに盛り込むことを基本とする
方針。

＜対応方針＞
　地域性や現状を考慮の上、IT
分野や営業・販売・事務分野等
を活用した人材育成も図りつ
つ、求職者・求人者ニーズを踏
まえた職業訓練の段階的なデジ
タル分野への重点化を検討して
いく。
　また、定員充足率が低い傾向
にある介護・医療・福祉分野な
どは、就職率が高く、人手不足
分野における人材確保の面でも
効果が大きいことから、引き続
き、事前説明会・見学会の機会
確保を図るなど、受講勧奨の強
化に取り組む。
なお、隣接地域での開校時期の
重複を極力回避するといった
「開講ルール」を県と機構鹿児
島支部で取り決めるなど応募・
受講しやすい募集、訓練日程等
についても検討していく。

＜意見等＞
・介護・医療・福祉分野におい
ては、人手不足が顕著である。
介護・医療・福祉分野の訓練
コースを設定しても中止率が高
いという現状があるようなの
で、原因を分析して対策を取っ
ていただきたい。

＜意見等＞
・訓練をあっせんするハロー
ワーク職員側の知識向上を目
的とした介護分野の訓練施設
見学会が行われ、参加した職
員からは求職者に対してより
訓練分野のコースを魅力的に
PR出来るようになったと好
評であった、とのことだが、
今後も継続して取り組む意向
か。

＜意見等＞
・美容・理容は華やかなイメージがあ
るが、出口（就職先）が小さい。就職
先となる企業は零細が多く経営が不安
定であり、ノルマ的なものもあって早
期離職が多い。結局行きつく先は独立
だが、経営できず廃業となる。もっと
観光や介護などの分野の訓練をWG対
象分野とすべきではないか。

＜意見等＞
・有効求人倍率の高い分野の訓
練を実施してほしい。観光・介
護、運転、警備など。

＜対応方針＞
・訓練コース設定の時期や求職
者への周知方法等について見直
しを図り、引き続き介護・医
療・福祉分野の受講生確保に取
り組んで参りたい。

＜対応方針＞
・有効な取組だと考えてお
り、継続して取り組んで参り
たい。

＜対応方針＞
・ヒアリング進めるにつれ、理容・美
容分野の厳しい現実を再認識したとこ
ろ。効果検証の対象分野は毎年変わる
ので、来年度は実情に応じた分野設定
に努めたい。

＜対応方針＞
・訓練の実施には求人者・求職
者・訓練実施機関のニーズがか
み合うことが必要だが、ミス
マッチが生じており難しい面が
ある。
・求職者支援訓練の基礎コース
対実践コースの配分割合及び実
践コースの各分野における定員
配分については、令和６年度計
画と同等して計画して参りた
い。

47 沖縄

＜意見等＞
・特になし

４６ 鹿児島

＜意見等＞
　在職者へのキャリアコンサル
ティングが活用されていないこ
とが報告され、キャリア・形成
リスキリング事業の事業内容の
説明および周知・広報について
構成員へ協力依頼があった。
　また、地域リスキリング推進
事業については、県の１４事
業、鹿児島市など８市町の１２
事業を地域職業訓練実施計画に
位置付け、中小企業、農林水
産、介護等の地域に必要な人材
確保に資する職業能力の開発・
向上に取り組む旨の説明があっ
た。


